
電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

校

① 校

②

③

④

①

②

③

成 果

指 標

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

活 動
指 標

【指標の定義（算式等）】

市立小・中学校数（分校含む）

0 35

17 17

指　　　標　　　名

教育用コンピュータ機器更新校数

目標値

498

498

0.05

450

9,0009,000

498

23年度(予定値)

17

21年度(確定値) 22年度(予定値）

1,890

1,890

17基 本
指 標

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

9482,340 948　総　事　業　費  ①＋④

人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間）

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000

0.05

 ④ ＝②×③

1,395

450 450450

0.05

9,000

0.05

945

945

498

 国支出金

 地方債

 道支出金

22年度予算21年度決算【事業費の推移】

直接事業費

 一般財源

 ① 合　計

 その他特財

（単位：千円）

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

【２ 実　施 （ドゥ）】

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

各小中学校のコンピューター教室のサーバーの保守管理委託

手
　
　
段

平成22年度

平成21年度まで
各小中学校のコンピューター教室のサーバーの整備及び保守管理委託

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

23年度の予定20年度決算

豊かな心と文化をはぐくむまち

【１ 計　画 （プラン）】

意　　図

対　　象
(誰､又は何を)

〃  終了予定年度

節）

目
　
　
的

各小中学校のコンピューター教室

各小中学校のコンピューター教室のサーバーの保守管理

教育内容の充実

根拠法令等

施策）

上位施策との関連
（総合計画体系）

章）

学校教育

別紙 １

可児正樹

教育用サーバー整備事業 教育部教育総務課

　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

作成日

事務事業開始年度

整理番号

課長職名

41-2

部長職名□自治事務　　□法定受託事務

作成部署

北広島市

内線８８６

事務区分 川幡博行 平成22年5月31日

事務事業名



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

■

□

□

□ □ □

■ □ □

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

事務事業担当部局による評価

【外部評価】 （外部評価委員会による評価）

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

―

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

終了

統合 終了

休止・廃止

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

法律の義務付けなし

見直し

統合

拡大重点化

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）
現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

休止・廃止

今後の方向性に対する意見

休止・廃止

見直し

拡大重点化

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定

（方向性）

現状継続

法律の義務付けあり

前年度の総合判定

内部評価委員会による評価

見直し

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

拡大重点化

――

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定
（ 取 組 ）

ＰＣを活用した授業の充実を図るための事業であり、現状のまま継続す
る。

統合

終了

現状継続現状継続

【 参 考 】 外部評価委員会による評価

　本事業はＰＣを活用した授業の充実を図る
ために必要であるが、教育用コンピュータ整
備事業と一体の事業であり、統合すべきであ
る。

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　自己評価のとおり現状継続とする。

評点区分

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

　　　　３　適切　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　１　不適切

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

保守管理について、一部職員が行っているが、専門性が高
く、対応できないことも多いことから、保守管理体制につ
いて全面委託を含め検討していく必要がある。

情報化社会に対応した児童・生徒のＰＣ操作の向上、ＰＣ
を活用した授業の充実は、社会の求めるところであり、今
後とも計画的に機器の更新を行うことが必要である。

整理番号

効
率
性

３
パソコンを活用した授業の充実が図られり、十分成果が

上がっており効率的と考えられる。

社会のＩＴ化に対応するために、ＰＣを活用した授業の
充実を図るための事業であり、特定の団体、個人の利益に
つながらない。

３

有
効
性

妥
当
性

公
平
性

【３ 評　価 （チェック）】

２

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

３

41-2



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

人

① 回

② 人

③

④

①

②

③

成 果

指 標 【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

240

目標値

会員数（市内の市立小・中学校長）

18

研修会等への参加延べ人数

研修会等の開催回数

16 16

233

基 本
指 標

540

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

540540

指　　　　　標　　　　　値

240

16

活 動
指 標

指　　　標　　　名 22年度(予定値） 23年度(予定値)

16

1818

21年度(確定値)

人  件  費
（概算）

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000

90

540

90 90 ④ ＝②×③

　総　事　業　費  ①＋④

（単位：千円）

0.01

450

0.01

21年度決算 22年度予算

0.01

450

450

450

450

 地方債

450 ① 合　計

 一般財源

450

0.01 ② 人　数（年間）

90

 その他特財

9,000

450

9,000

【２ 実　施 （ドゥ）】

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

目
　
　
的

手
　
　
段

直接事業費

 国支出金

 道支出金

20年度決算 23年度の予定【事業費の推移】

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

各種研究会等を通じて、校長としての資質向上や教育問題の解決に取り組むことで、北広島市学
校教育の向上に寄与することを目的とする。

同　上

　市内校長会会議（学校経営研修）、校長会役員会等の会議の開催
　全道及び全国小学校長研究大会、全道及び全校中学校長研究大会への参加
　北広島、恵庭、千歳ブロック校長研修会、石狩管内秋季学校経営研究会等の研究会への参加及び
　会議の開催

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

平成21年度まで

平成21年度

事務事業開始年度

教育内容の充実

章）
上位施策との関連
（総合計画体系）

学校教育節）

豊かな心と文化をはぐくむまち

施策）

対　　象
(誰､又は何を)

市内小・中学校校長

意　　図

【１ 計　画 （プラン）】

別紙 １

〃  終了予定年度

事務区分

整理番号

根拠法令等

■自治事務　　□法定受託事務

作成部署

北広島市教育関係団体補助金等交付要綱

北広島市
　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

41-4 事務事業名 教育部教育総務課

川幡博行

小中学校校長会補助事業 内線８８６

部長職名 可児正樹課長職名 平成22年5月31日作成日



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

■

□

□

□

□ ■ □

□ □ □

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

拡大重点化

総 合 判 定
（ 取 組 ） 統合

見直し総 合 判 定
（方向性）

現状継続

【 参 考 】

終了

現状継続

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）見直し

統合

　事業の効果が不明確であり、事業経費の予
算の範囲内での実費支給を視野に入れた見直
しが必要である。

統合

今後の方向性に対する意見

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

現状継続

休止・廃止見直し

休止・廃止

終了

休止・廃止

法律の義務付けなし法律の義務付けあり

市の学校教育の向上や学校経営のための要素が強く、特
定の団体、個人の利益につながらない。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

終了

平成23年度に向けた具体的な方向性

現状継続

　会費内で事業を実施すべきであり、補助金のあり方を検討すること。

会議、研修会の開催など活発に活動し、学校教育の向上に寄与している
ことから、現状のまま継続する。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

評点区分 　　　　３　適切　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　１　不適切

拡大重点化

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

【外部評価】 （外部評価委員会による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

公
平
性

３

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

内部評価委員会による評価

現状継続

外部評価委員会による評価

前年度の総合判定

事務事業担当部局による評価

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

会議、研修会の開催など活発に活動しており、、また、
学校教育の向上に寄与していることから、補助金を有効に
活用している。

３

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

チ ェ ッ ク 項 目

妥
当
性

地域に根ざした学校経営は社会の求めるところであり、
学校経営や校長としての資質と学校教育の向上を図るるた
めの研修は不可欠であることから、補助金の交付は妥当で
ある。

３

３

有
効
性

すべての校長が、会議、研修に参加し、健全な学校経営
と学校教育の向上に寄与している。

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

平成21年度における評価　（現状と課題）

【３ 評　価 （チェック）】
41-4整理番号



％ ％ ％

％ ％ ％

 交付先団体等の
 活動内容

（22年3月末現在） 構成員(団体)数

□運営費のみに充当

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

別紙 ２ 付　　　　　表

小中学校校長会補助金

＜継続用＞

【交付先団体等の概要】

設立年

整理番号 41-4

補助金･交付金名

■補助団体にある □市役所にある
事務局の状況
（20年度）

交付先の名称
及び代表者名

市内小・中学校長１６名

　学校経営全般に関すること
　研修に関すること
　関係機関・団体との連携に関すること

学校経営の円滑化と校長としての資質の向上を図り、本市の教育振興に寄与することを目的とす
る。

 交付先団体等の
 活動目的

北広島市小中学校校長会　会長　佐　藤　三　男

【交付先団体等の決算･予算の状況】

補助金等の充当
状況（20年度）

1

450本市補助･交付金の額（Ａ）

会費

繰越金

□運営費・事業費の双方に充当

２０年度 (決算)区　　　　分

2,152

その他

２２年度 (予算)２１年度 (決算)

2,152

収　　入

利子

450450

■事業費のみに充当

960 955

2,602収　入　合　計 （Ｂ） 2,603

169

2,606

1,484

162

1,485

162

1,474

956事業費（講習会・研究会・視察）

（単位：千円）

2,152

4

17

00

事業費・負担金

2,6022,606

17

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ）

支　出　合　計 （Ｃ）

支　　出

2,599

負担金

運営費

（Ａ）÷（Ｃ）

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

事業費・負担金

4

17
 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合

事業費・負担金

補助・交付金の算出根拠 定　額

19
 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 1818

2,4402,4442,430
 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ）



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

人

① 回

② 人

③

④

①

②

③

北広島市

平成22年5月31日

内線８８６

別紙 １

可児正樹

　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

小中学校教頭会補助事業

川幡博行

整理番号 事務事業名 教育部教育総務課41-5

部長職名

作成部署

作成日■自治事務　　□法定受託事務 課長職名事務区分

上位施策との関連
（総合計画体系）

【１ 計　画 （プラン）】

〃  終了予定年度
根拠法令等 北広島市教育関係団体補助金等交付要綱

事務事業開始年度

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

豊かな心と文化をはぐくむまち

　市内小・中学校教頭

章）

節）

施策） 教育内容の充実

学校教育

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

各種研究会等を通じて、教頭としての資質向上や教育課題の解決に取り組むことで、北広島市学
校教育の向上に寄与することを目的とする。

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

手
　
　
段

平成21年度まで

315

 道支出金

 その他特財

 国支出金

21年度決算 23年度の予定

 一般財源

 地方債

315

　
  市内教頭会課題研究会、市内教頭会会議の開催
　石狩管内Ｂブロック研修会、石狩管内教頭会夏季研修会、石狩管内教頭会学校研究会、石狩管内
　教頭会会議への参加
　全道教頭会研究会大会の開催及び参加

平成22年度

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】

直接事業費

20年度決算 22年度予算

315

405　総　事　業　費  ①＋④

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

17

9,000

90

9,000

0.01

90

315

315

315

315

 ① 合　計

0.010.01

315

 ④ ＝②×③

9,000

90

同　上

会員数（市内の市立小・中学校の教頭） 17 17

人  件  費
（概算）

0.01 ② 人　数（年間）

 ③ 1人当り年間平均人件費

90

9,000

405

22年度(予定値）

405405

指　　　標　　　名

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

目標値

指　　　　　標　　　　　値

21年度(確定値) 23年度(予定値)

基 本
指 標

活 動
指 標

256

16研修会等の開催回数

17

16

研修会等への参加延べ人数

【指標の定義（算式等）】

260260

16

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

【指標の定義（算式等）】



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

■

□

□

□

□ ■ □

□ □ □

地域に根ざした学校経営は社会の求めるところであり、
学校経営や教頭としての資質と学校教育の向上を図るるた
めの研修は不可欠であることから、補助金の交付は妥当で
ある。

平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

　　　　３　適切　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　１　不適切

３
・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

市の学校教育の向上や学校経営のための要素が強く、特
定の団体、個人の利益につながらない。

整理番号

チ ェ ッ ク 項 目

３

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

効
率
性

会議、研修会の開催など活発に活動しており、、また、
学校教育の向上に寄与していることから、補助金を有効に
活用している。

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

41-5

今後の方向性に対する意見

終了現状継続 統合

３

【３ 評　価 （チェック）】

公
平
性

法律の義務付けなし

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

法律の義務付けあり

３
すべての教頭が、会議、研修に参加し、健全な学校経営

と学校教育の向上に寄与している。

有
効
性

評点区分

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）
現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

内部評価委員会による評価

前年度の総合判定

見直し

終了

統合

平成23年度に向けた具体的な方向性

　会費内で事業を実施すべきであり、補助金のあり方を検討すること。

拡大重点化

　事業の効果が不明確であり、事業経費の予
算の範囲内での実費支給を視野に入れた見直
しが必要である。

会議、研修会の開催など活発に活動し、学校教育の向上に寄与している
ことから、現状のまま継続する。

休止・廃止

休止・廃止見直し

終了

見直し

休止・廃止

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）総 合 判 定

（方向性）

総 合 判 定
（方向性）

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

拡大重点化

外部評価委員会による評価

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

統合

事務事業担当部局による評価

現状継続

【 参 考 】

現状継続

拡大重点化

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【外部評価】 （外部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（ 取 組 ） 現状継続現状継続



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠 定　額

（Ｄ）
 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ａ）÷（Ｄ） 24 23

繰 越 金

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

事業費・負担金

1,296

23

事業費・負担金

1,381

支　　出

1,437

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

1,372

0

24

1,437

事業費・負担金

387

00

56

事業費（講習会・研究会・視察）

2222

負担金

運営費 6543

支　出　合　計 （Ｃ）

収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ）

1,339

994936

378360

994

1,437

1,122 1,122

収　入　合　計 （Ｂ）

繰越金

1,4371,339

利子

補助金等の充当
状況（20年度）

その他収　　入

会費

■事業費のみに充当

２０年度 (決算) ２１年度 (決算)

□運営費のみに充当

区　　　　分

本市補助･交付金の額（Ａ） 315

1,024

付　　　　　表

交付先の名称
及び代表者名

別紙 ２

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

41-5

□運営費・事業費の双方に充当

■補助団体にある □市役所にある

315 315

事務局の状況
（20年度）

小中学校教頭会補助金

＜継続用＞整理番号

【交付先団体等の概要】

２２年度 (予算)

（単位：千円）【交付先団体等の決算･予算の状況】

　職務を果たすための調査研究に関すること
　校長会及び教育関係団体との連絡・調整・連携に関すること

学校経営の円滑な進展のため、教頭として必要な事項を協議研究し教育の向上に寄与刷るととも
に、教頭会の機能を高め、種々の対策と活動を行うことを目的とする。

 交付先団体等の
 活動目的

（22年3月末現在）市内小・中学校教頭１７名 構成員(団体)数

 交付先団体等の
 活動内容

補助金･交付金名

設立年北広島市小中学校教頭会　会長　吉　川　武　士　　



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

校

① 団体

② 人

③

④

①

②

③

成 果

指 標

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

44

4,153

4 4

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

22年度(予定値）目標値 21年度(確定値)指　　　標　　　名

17

4,2004,200

17

活 動
指 標

研修会等延参加人数

事業委員会数

基 本
指 標

指　　　　　標　　　　　値

23年度(予定値)

1717市立小・中学校数（分校含む）

180

3,654

 地方債

 その他特財

人  件  費
（概算）

3,834

3,654

9,0009,000

0.02

 ① 合　計

180

0.02

3,654 3,654

0.02

3,834　総　事　業　費  ①＋④ 3,834 3,834

 ④ ＝②×③

 ② 人　数（年間）

 一般財源

3,654

0.02

9,000

22年度予算

180

9,000

180

3,654

3,654

 ③ 1人当り年間平均人件費

【２ 実　施 （ドゥ）】

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

上位施策との関連
（総合計画体系）

20年度決算 23年度の予定

（単位：千円）

 国支出金

【事業費の推移】 21年度決算

 道支出金

直接事業費

3,654

市内の市立小中学校の教職員で組織する北広島市教育研究会が実施する各種事業で、教職員の指
導力向上、児童生徒の文化・体育活動を活発化することにより北広島市の教育振興と学校教育の向
上に寄与することを目的とする。

対　　象
(誰､又は何を)

平成21年度まで

手
　
　
段

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

小学校体育連盟：小学校体育交流会（球技大会）
学校文化連盟：小中学校音楽の集い、中学校音楽発表会（楽器・合唱）、小中学校移動絵画展、創
意発明
　　　　　　　工夫展、文集の作成、新春書き初め展
教育機器活用研究連盟：教育機器活用技術向上の講習会・研修会、自作教材の各校の実践交流
教育研究会：研究中心発表、教育課程研修、生徒指導研修、各専門部の研修、副読本編集
交流事業員会：こども大使交流事業 花ホール上演会 東広島市スポーツ交流

同　上

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

目
　
　
的 意　　図

市内市立小・中学校教職員及び児童生徒

事務事業開始年度

課長職名

〃  終了予定年度

施策） 教育内容の充実

節） 学校教育

豊かな心と文化をはぐくむまち章）

北広島市教育関係団体補助金等交付要綱根拠法令等

【１ 計　画 （プラン）】

北広島市
別紙 １ 　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

教育部教育総務課41-6 事務事業名 北広島市教育研究会補助事業

川幡博行 平成22年5月31日

整理番号 内線８８６作成部署

■自治事務　　□法定受託事務 可児正樹 作成日部長職名事務区分



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

■ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

見直し

終了

今後の方向性に対する意見

　自己評価のとおり現状継続とする。

休止・廃止拡大重点化

現状継続

法律の義務付けなし

各種事業の実施など活発に活動し、教職員の資質の向上、学校教育の充
実や市の学校教育の振興に寄与していることから、現状のまま継続す
る。

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

見直し

終了

休止・廃止

【 参 考 】

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

平成23年度に向けた具体的な方向性

統合 終了

総 合 判 定
（方向性）

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

評点区分

事務事業担当部局による評価

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

現状継続

休止・廃止拡大重点化拡大重点化

現状継続
総 合 判 定

（方向性） 統合

総 合 判 定
（ 取 組 ） 統合

【外部評価】 （外部評価委員会による評価）

見直し

　各種研究及び研修会への参加人数が延べ4
千人を超えており、教職員の資質の向上に有
効な事業である。研究活動については評価指
標が無く、今後適切な指標設定が望まれる。

各種事業の実施は、教職員の資質の向上や学校教育の充
実、市の学校教育の振興の要素が強く、特定の団体、個人
の利益につながらない。

公
平
性

３

３

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

前年度の総合判定

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

現状継続現状継続

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

内部評価委員会による評価

　　　　３　適切　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　１　不適切

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

法律の義務付けあり

外部評価委員会による評価

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

整理番号

研究会が実施する各種事業は教職員の資質の向上、社会
が求める学校教育の充実と市の学校教育の振興に寄与する
ものであり、行政が負担すべき事業である。

平成21年度における評価　（現状と課題）チ ェ ッ ク 項 目

41-6

会議、研修会の開催や各種事業の実施など活発に活動
し、教職員の資質の向上や学校教育の充実、市の学校教育
の振興に寄与していることから、補助金を有効に活用して
いる。

【３ 評　価 （チェック）】

効
率
性

妥
当
性

３

各種事業の実施により、教職員の資質向上や学校教育の
充実、市の学校教育の振興に寄与している。

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

３
有
効
性



％ ％ ％

％ ％ ％

事務局の状況
（20年度）

教科その他の領域の内容の指導法についての共同研究
研究会、講習会の開催
児童・生徒の文化体育的行事
その他、教育活動に必要なこと

市内学校教育の発展を図るため、相互に協力して、教育に関する研究と研修を目的とする。

北広島市教育研究会　会長　小山内　　保

＜継続用＞

 交付先団体等の
 活動内容

整理番号

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

（22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

市立小・中学校の教職員

【交付先団体等の概要】

 構成員(団体)数

設立年

□市役所にある■補助団体にある

別紙 ２

41-6

付　　　　　表

補助金･交付金名

交付先の名称
及び代表者名

北広島市教育研究会補助金

その他

２１年度 (決算)

□運営費・事業費の双方に充当

２２年度 (予算)

（単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算)

2,209

収　　入

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ）

173

1

165161

補助金等の充当
状況（20年度）

■事業費のみに充当

【交付先団体等の決算･予算の状況】

3,654本市補助･交付金の額（Ａ） 3,654

2,093

諸収入

会費

1

□運営費のみに充当

各種事業費・研修費

負担金 1,367

271

6,307

306

6,215

3,654

1,371 1,371

5,216

2,210

1,055

3,515

7,085

173 237

1,055

66

161

211

52

7,0855,252

261193

補助・交付金の算出根拠 定　額

（Ｄ）
 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ａ）÷（Ｄ）

0

事業費・研修費 事業費・研修費

70

収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ）

4,886

5575
 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

63

6,5875,778

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

事業費・研修費

繰 越 金

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

643

支　　出

支　出　合　計 （Ｃ） 5,572

その他

運営費

4,205



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

校

① 校

② 校

③ 台

①

②

成 果

指 標

100.00100.00

校務用ＰＣの整備率
100.00％ 100.00100.00

整備台数/教職員数

100.00
更新後５年以内の校数/小中学校数

100.00

400400

％ 100.00

【指標の定義（算式等）】

更新率（コンピュータ教室）

【指標の定義（算式等）】

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

　総　事　業　費  ①＋④

指　　　　　標　　　　　値

17

指　　　標　　　名

コンピュータ更新校数

活 動
指 標

基 本
指 標

0

校務用パソコン整備済台数

更新後６年を経過した校数

（教職員数）

0

400

3

21年度(確定値)

市立小・中学校数（分校含む）

49,14954,746

35 0

目標値 22年度(予定値）

17

37,498

17

23年度(予定値)

51,800

直接事業費

 道支出金

 国支出金

1,800

9,000

47,349 50,000

47,349

9,000

0.20
人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間）

 ③ 1人当り年間平均人件費

0.200.20

1,800

35,698 ① 合　計

 地方債

0.20

 ④ ＝②×③

9,000 9,000

1,8001,800

52,946

 一般財源 52,94635,698

50,000

 その他特財

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

豊かな心と文化をはぐくむまち

節） 学校教育

22年度予算20年度決算

　市立小・中学校　児童生徒・教職員

パソコンを中心とした情報機器を整備することで、コンピュータやインターネットを活用した情
報情報社会に、主体的に対応できる「情報活用能力」を育成する。

また、子どもたちの調べ学習や動画等を活用した授業により「わかる授業」や「魅力ある授業」
の実現を図る。

【２ 実　施 （ドゥ）】

パソコン等の保守点検委託及び修繕、パソコン等機器購入の借入金返済
　

23年度の予定21年度決算

（単位：千円）

【事業費の推移】

手
　
　
段

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

平成22年度

パソコン等の保守点検委託及び修繕、パソコン等機器購入の借入金返済
平成１７年度：大曲中、広葉中、緑陽中のパソコン等機器更新・小中学校校務用パソコン等機器

整備
　平成１８年度：東部中、西部中、西の里中のパソコン等機器更新
　平成２０年度：東部小、西部小、若葉小、緑陽小、北の台小のパソコン等機器更新
　平成２１年度：大曲小、大曲東小、西の里小、広葉小、高台小のパソコン等機器更新

章）

根拠法令等

部長職名事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務

事務事業開始年度 Ｈ４

課長職名

〃  終了予定年度

上位施策との関連
（総合計画体系）

施策） 教育内容の充実

平成21年度まで

【１ 計　画 （プラン）】

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

意　　図

　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

教育用コンピュータ整備事業

川幡博行

北広島市

内線８８６作成部署整理番号 教育部教育総務課

別紙 １

事務事業名41-8

平成22年5月31日可児正樹 作成日



評点

□ ■

□

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

□

■

□

□

□ □ □

■ □ □

【 参 考 】

評点区分

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けなし

今後の方向性に対する意見

統合

終了

総 合 判 定

（方向性）

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

見直し

現状継続

休止・廃止

終了

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

休止・廃止見直し

平成23年度に向けた具体的な方向性

現状継続

　配置されたパソコンが無駄なく運用されて
いるか検証を行い、計画的な機器の更新を行
うべきである。
　教育用サーバー整備事業とは一体の事業で
あることから統合を進め、保守管理の全面委
託による経費節減をはかるべきである。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（ 取 組 ） 終了

統合

総 合 判 定
（方向性）

社会のＩＴ化に対応し、ＰＣを活用した授業の充実を図るためには、機
器類の管理、保守点検と計画的に機器を更新するこが必要でであり、現状
のまま継続する。

拡大重点化

現状継続 統合

拡大重点化

休止・廃止

拡大重点化

　自己評価のとおり現状継続とする。

見直し

　　　　３　適切　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　１　不適切

事務事業担当部局による評価

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

【外部評価】 （外部評価委員会による評価）

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

前年度の総合判定

民間等での実施または市民等との協働が可能である。【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

法律の義務付けあり

現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

内部評価委員会による評価外部評価委員会による評価

現状継続

３
社会のＩＴ化に対応するために、ＰＣを活用した授業の

充実を図るための事業であり、特定の団体、個人の利益に
つながらない。

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

公
平
性

有
効
性

効
率
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

３

パソコンを活用した授業の充実が図られり、十分成果が
上がっており効率的と考えられる。

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

コンピューター等の機器の保守管理ついて、一部職員が
行っているが、専門性が高く、対応できないことも多いこ
とから、保守管理体制について全面委託を含め検討してい
く必要がある。

３

３

情報化社会に対応した児童・生徒のＰＣ操作の向上、Ｐ
Ｃを活用した授業の充実は、社会の求めるところであり、
今後とも計画的に機器の更新を行うことが必要である。

整理番号 41-8

チ ェ ッ ク 項 目

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

平成21年度における評価　（現状と課題）

【３ 評　価 （チェック）】



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

人

校

① 校

② 校

③

④

①

②

北広島市
　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

41-9

別紙 １

事務事業名 作成部署 教育部教育総務課整理番号 内線８８６教育教材整備事業

21年度決算

（単位：千円）

教育内容の充実

部長職名

理科教育振興法

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

節）

豊かな心と文化をはぐくむまち章）

平成22年5月31日

根拠法令等

事務区分

Ｓ２８

【２ 実　施 （ドゥ）】

手
　
　
段  ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

平成21年度まで

平成22年度

作成日可児正樹

施策）

【１ 計　画 （プラン）】

目
　
　
的 意　　図

■自治事務　　□法定受託事務 川幡博行 課長職名

　理科教育で必要とする教材教具を購入・更新することにより、教育内容の充実を図る。

23年度の予定

学校教育

事務事業開始年度

〃  終了予定年度

　毎年度小学校５校、中学校３校に理科教材を購入・更新（各校２年に１回）

上位施策との関連
（総合計画体系）

　市立小・中学校
対　　象

(誰､又は何を)

同　上

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

20年度決算

人  件  費
（概算）

9,000

22年度予算【事業費の推移】

直接事業費
 その他特財

 ③ 1人当り年間平均人件費

0.05

2,240

 道支出金

 ② 人　数（年間）

 一般財源

3,578

1,789

 地方債

 ① 合　計

1,789

3,964

0.05

 国支出金

9,000

1,724 2,000

9,0009,000

0.050.05

3,325

1,718 2,000

1,607

4,000

活 動
指 標

17

5,265

23年度(予定値)

5,387

指　　　標　　　名 22年度(予定値）

基 本
指 標

市立小・中学校の児童・生徒数

17

5,429

市立小・中学校数（分校含む） 17

理科教材を購入した学校数

17 17理科教材を必要とする学校数 17

　総　事　業　費  ①＋④

17

指　　　　　標　　　　　値

目標値

450450 ④ ＝②×③ 450 450

21年度(確定値)

17

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

3,775 4,414 4,028 4,450

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

総学校数/購入した学校



評点

■ □

■

□

□

□

□ □ □ □

■ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

教材、教具の整備を進め、教育内容の充実を図るために
必要である。

３

整理番号 41-9
【３ 評　価 （チェック）】

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

有
効
性

法律の義務付けなし

３

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

法律の義務付けあり

評点区分

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

　　　　３　適切　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　１　不適切

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

３

３

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

妥
当
性

国の補助制度を効率的に活用し、教材、教具の整備が進
められ、教育内容の充実が図られている。

義務教育の授業で使用する教材、教具の整備であり、特
定の団体、個人の利益につながらない。

国の補助制度を効果的にに活用し、教材、教具の整備が
図られている。

【外部評価】 （外部評価委員会による評価）

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

休止・廃止見直し

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現状継続

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

【 参 考 】 外部評価委員会による評価

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

前年度の総合判定

内部評価委員会による評価事務事業担当部局による評価

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

現状継続現状継続

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

　自己評価のとおり現状継続とする。

休止・廃止

拡大重点化

今後の方向性に対する意見

現状継続 統合

終了

平成23年度に向けた具体的な方向性

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

休止・廃止

　理科教育で必要とする教材教具を2年ごと
に更新する事業であり、継続すべきである。

見直し

拡大重点化

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

拡大重点化

国の補助制度を活用し、効率的に教材、教具の整備を進めるため、現状
のまま継続する。

総 合 判 定
（ 取 組 ）

終了

総 合 判 定
（方向性）

見直し

総 合 判 定

（方向性） 統合

現状継続 終了統合



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

人

校

① 校

② 校

③ 校

④

①

②

③

北広島市
　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

教育部教育総務課

別紙 １

整理番号 事務事業名41-10 作成部署 内線８８６小学校教育振興補助事業

可児正樹

北広島市教育関係団体補助金交付要綱

意　　図

平成22年5月31日作成日部長職名 川幡博行 課長職名事務区分

対　　象
(誰､又は何を)

Ｈ９

■自治事務　　□法定受託事務

章）

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

【１ 計　画 （プラン）】

根拠法令等

豊かな心と文化をはぐくむまち

学校教育
上位施策との関連
（総合計画体系）

〃  終了予定年度

事務事業開始年度

教育内容の充実施策）

節）

【２ 実　施 （ドゥ）】

同　上

「生きる力」を育み、自ら課題を見つけ、主体的、創造的に取組む資質を養う総合的学習や、学
校の創意工夫を生かした特色ある学校づくり、また、北広島市や北海道の地域学習や郷土学習を推
進する。

目
　
　
的

平成22年度

手
　
　
段

（単位：千円）

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

【各小学校で行っている主な事業】
総合学習推進事業：職業体験、北広島を探る、環境・平和、食、人とのふれあい等各学校学年ごと
にさまざまなテーマを設定し、児童自ら課題を見つけた体験・研究、発表などを行う。
特色ある学校づくり推進事業：学級花壇整備、小動物の飼育、ボランティア活動、地域との交流、
学校農園など。
郷土学習：市内施設の見学、炊事遠足、スキー学習、札幌市や千歳市の社会見学など。

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

平成21年度まで

市立小学校の児童

直接事業費
 地方債

23年度の予定

4,623 4,623

 ① 合　計

20年度決算

4,6234,623

4,623 4,623 4,6234,623

 一般財源

 その他特財

【事業費の推移】 22年度予算

 国支出金

21年度決算

101010

3,576

0.05

9,000

0.05

 ③ 1人当り年間平均人件費

 ② 人　数（年間）

9,000

 道支出金

0.050.05

9,000

450

特色ある学校づくり推進

10 10

10郷土学習

総合的学習推進

市立小学校の児童数

5,073

1010

450

10

23年度(予定値)22年度(予定値）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

基 本
指 標 市立小学校数

450

9,000

指　　　標　　　名 目標値

 ④ ＝②×③ 450

人  件  費
（概算）

21年度(確定値)

【指標の定義（算式等）】

活 動
指 標

5,073　総　事　業　費  ①＋④ 5,0735,073

10

3,626

10

10

10

3,485

1010

10

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

【指標の定義（算式等）】



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

■

□

□

□

□ □ □

■ □ □

41-10

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

３

平成21年度における評価　（現状と課題）

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

チ ェ ッ ク 項 目

整理番号
【３ 評　価 （チェック）】

法律の義務付けなし

効
率
性

各学校が独自性を保ちながら、事業を展開できることか
ら効率的である

　各学校が活発に活動し、成果が上がっている。

評点区分

公
平
性

３

各学校が主体的に事業を実施する必要があるため妥当と
考える。学校の授業に関することであり行政の関与は必要
である。

妥
当
性

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）
現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

学校教育の振興に必要な経費であり、特定の団体、個人
の利益につながらない。

３

有
効
性

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

３

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

　　　　３　適切　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　１　不適切

法律の義務付けあり

【 参 考 】 外部評価委員会による評価事務事業担当部局による評価 内部評価委員会による評価

現状継続前年度の総合判定 現状継続

見直し

休止・廃止

休止・廃止

【外部評価】 （外部評価委員会による評価）

平成22年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現状継続

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

見直し拡大重点化

終了

　諸活動の中には、保護者や関係者の参画に
よって一層効果が期待できる事業もあるが、
中期的には類似の「学校支援ボランテｲア活
用事業」や「授業補助員活用事業」との統合
も視野に検討すべきである。
　当面は、事業内容がほぼ同じ「中学校教育
振興補助事業」との統合を進めるべきであ
る。

統合

総 合 判 定

（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

終了現状継続

終了

拡大重点化

統合

　学校支援ボランティア活用事業と重複している点があり、事業を精査す
べきである。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

見直し

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

教育内容の充実を図るため、各学校が独自性を保ちながら、自主的、積
極的に事業を実施しており、事業効果も大きいことから、現状のまま継続
する

現状継続

統合

休止・廃止総 合 判 定
（方向性）

今後の方向性に対する意見



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

【交付先団体等の概要】

＜継続用＞整理番号

□運営費・事業費の双方に充当

（単位：千円）【交付先団体等の決算･予算の状況】

補助金･交付金名 小学校教育振興補助金

 交付先団体等の
 活動内容

総合学習の推進：職業体験、北広島を探る、環境、平和、食、人とのふれあい等各学年ごとにさま
ざまなテーマを設定し、児童自らが課題を見つけた体験、研究、発表を行っている。
特色ある学校づくりの推進：学級花壇整備、学校農園、小動物の飼育、ボランティア活動、地域と
の交流などさまざまな活動を行っている。
郷土学習の推進：市内施設見学、炊事遠足、スキー学習、札幌市や千歳市の社会見学などを行って
いる。

 構成員(団体)数

41-10

交付先の名称
及び代表者名

各市立小学校教育振興協議会 設立年

市立小学校１０校

各市立小学校の学校教育の振興
 交付先団体等の
 活動目的

（22年3月末現在）

２２年度 (予算)２０年度 (決算) ２１年度 (決算)

□運営費のみに充当

事務局の状況
（20年度）

3,411

利子

補助金等の充当
状況（20年度）

■補助団体にある

4,623

区　　　　分

雑収入

■事業費のみに充当

□市役所にある

4,623

収　　入

3,871

4,623

2,027 1,939

収　入　合　計 （Ｂ） 7,802

3,179

8,034

負担金

その他

8,494

本市補助･交付金の額（Ａ）

5,340

1,129

総合学習推進事業費

郷土学習推進事業費

1,215

事業費

4,624

1,178

2,000

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

事業費

（Ｄ） 8,4948,034

54

0

8,4948,034

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

事業費

58

0

7,802

59

54 59

7,802

補助・交付金の算出根拠 定　額

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 58

繰 越 金 0収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ）

支　　出

特色ある学校づくり推進事業費

4,878

支　出　合　計 （Ｃ）



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

人

校

① 校

② 校

③ 校

④ 校

①

②

③

成 果

指 標

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

7

特色ある学校づくり推進

　総　事　業　費  ①＋④

基 本
指 標 77

6

7

7

活 動
指 標

6

6

子どもインターンシップ事業

総合学習推進

7

6

7学校行事推進

7

7

9,000 9,000

77

7

7

22年度(予定値）

6

1,853 1,761

7

7

3,210

 ③ 1人当り年間平均人件費

市立中学校数（分校含む）

21年度(確定値)

3,928

9,000

450450

市立中学校の生徒数

人  件  費
（概算）

 ④ ＝②×③

1,780

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　　　標　　　名

3,6603,660

9,000

指　　　　　標　　　　　値

450 450

目標値 23年度(予定値)

 地方債

（単位：千円）

3,4783,478

3,928

0.050.05

3,478

 ② 人　数（年間）

 ① 合　計

0.050.05

3,210

 その他特財

3,210

 一般財源

 国支出金

対　　象
(誰､又は何を)

22年度予算

 道支出金

【事業費の推移】 21年度決算20年度決算

平成22年度

平成21年度まで

直接事業費

3,478

23年度の予定

3,210

〃  終了予定年度
北広島市教育関係団体補助金等交付要綱

【２ 実　施 （ドゥ）】

章） 豊かな心と文化をはぐくむまち

学校教育

総合学習推進事業：職業体験、北広島を探る、環境・平和、食、人とのふれあい等各学校学年ごとにさまざまな
テーマを設定し、生徒自ら課題を見つけた体験・研究、発表などを行う。
特色ある学校づくり推進事業：学級花壇整備、小動物の飼育、ボランティア活動、地域との交流、学校農園、
校内外の美化運動など。
学校行事等推進事業：スキー学習による体力とスキー技術の向上及び宿泊学習等による団体行動の習得。
子どもインターンシップ事業：職業体験により社会人としての自立意識を育てる。

上位施策との関連
（総合計画体系）

【１ 計　画 （プラン）】

目
　
　
的

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

節）

施策） 教育内容の充実

　市立中学校の生徒

手
　
　
段

意　　図

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

「生きる力」を育み、自ら課題を見つけ、主体的、創造的に取組む資質を養う総合的学習や、学
校の創意工夫を生かした特色ある学校づくり、宿泊学習やスキー学習などの学校行事を推進する。

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務

別紙 １

41-12

部長職名

事務事業開始年度

平成22年5月31日

根拠法令等

課長職名川幡博行 作成日可児正樹

Ｈ９

北広島市

中学校教育振興補助事業 作成部署 教育部教育総務課 内線８８６整理番号

　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

事務事業名



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

■

□

□

□

□ □ □

■ □ □

今後の方向性に対する意見

総 合 判 定

（方向性）

　保護者や関係者の参画によって一層効果が
高まる事業もある。この事業の趣旨をより効
果的に生かすために「学校支援ボランテｲア
活用事業」や「授業補助員活用事業」との統
合を視野に検討すべきである。
　当面は、ほぼ同じ事業内容の「小学校教育
振興補助事業」との統合も行うべきである。

統合

休止・廃止

見直し

統合

　学校支援ボランティア活用事業と重複している点があり、事業を精査す
べきである。

現状継続

教育内容の充実を図るために、各学校が独自性を保ちながら、自主的、
積極的に事業を実施しており、事業効果も大きいことから、現状のまま継
続する

拡大重点化

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

終了

平成23年度に向けた具体的な方向性

現状継続

休止・廃止

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性） 終了

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

拡大重点化

見直し

休止・廃止拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ） 現状継続

【外部評価】 （外部評価委員会による評価）

内部評価委員会による評価

現状継続 現状継続前年度の総合判定

事務事業担当部局による評価

見直し

終了

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

統合

【 参 考 】

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

外部評価委員会による評価

効
率
性

３

有
効
性

３

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

各学校が独自性を保ちながら、事業を展開できることか
ら効率的である

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

学校教育の振興に必要な経費であり、特定の団体、個人
の利益につながらない。

法律の義務付けあり 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

３

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

法律の義務付けなし

公
平
性

　　　　３　適切　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　１　不適切

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

評点区分

平成21年度における評価　（現状と課題）

　各学校が活発に活動し、成果が上がっている。

妥
当
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

各学校が主体的に事業を実施する必要があるため妥当と
考える。学校の授業に関することであり行政の関与は必要
である。

３

チ ェ ッ ク 項 目

整理番号 41-12
【３ 評　価 （チェック）】



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

【交付先団体等の概要】

＜継続用＞整理番号

□運営費・事業費の双方に充当

（単位：千円）【交付先団体等の決算･予算の状況】

補助金･交付金名 中学校教育振興補助金

 交付先団体等の
 活動内容

総合学習の推進：職業体験、北広島を探る、環境、平和、食、人とのふれあい等各学校学年ごとにさまざまな
テーマを設定し、生徒自ら課題を見つけた体験・研究、発表などを行っている。
特色ある学校づくりの推進：学級花壇整備、小動物の飼育、ボランティア活動、地域との交流、学校農園、校内
外の美化運動などさまざまな活動を行っている。
学校行事等の推進：体力とスキー技術の向上を目指したスキー学習や団体行動の習得を目的とした宿泊学習など
を行っている。
子どもインターンシップ事業：社会人としての自立意識を育てるための職業体験など

 構成員(団体)数

41-12

交付先の名称
及び代表者名

各市立中学校教育振興協議会

市立中学校６校

各市立中学校の学校教育の振興
 交付先団体等の
 活動目的

（22年3月末現在）

２２年度 (予算)２０年度 (決算) ２１年度 (決算)

□運営費のみに充当

事務局の状況
（20年度）

6,064

利子

補助金等の充当
状況（20年度）

■補助団体にある

3,210

区　　　　分

雑収入

■事業費のみに充当

□市役所にある

3,210

収　　入

3,195

3,478

2,100 1,975

1

308

8

収　入　合　計 （Ｂ） 6,510

3,032

9,590

585

負担金

その他

6,991

本市補助･交付金の額（Ａ）

3,076

1,298

692

総合学習

インターンシップ

学校行事推進

1,285

642

事業費

1,398

2,147

718

2,247

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

事業費

（Ｄ） 6,9918,551

46

0

6,9919,590

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

事業費

33

0

6,510

53

46 53

6,510

補助・交付金の算出根拠 定　額

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 38

繰 越 金 0収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ）

支　　出

特色ある学校

5,513

支　出　合　計 （Ｃ）



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

人

校

①

②

③

④

①

②

③

北広島市
　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

教育部教育総務課

可児正樹

整理番号

事務事業開始年度

平成22年5月31日

根拠法令等 北広島市教育関係団体補助金等交付要綱

事務区分 部長職名■自治事務　　□法定受託事務 川幡博行

別紙 １

課長職名

作成部署 内線８８６

作成日

41-13

節）

平成21年度まで

同　上

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

対　　象
(誰､又は何を)

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

教育内容の充実施策）

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 豊かな心と文化をはぐくむまち

学校教育

中学校体育連盟交付金交付事業事務事業名

〃  終了予定年度

【１ 計　画 （プラン）】

（単位：千円）

【事業費の推移】

直接事業費

【２ 実　施 （ドゥ）】

　市内及び管内中体連の大会運営

　市内大会：サッカー・卓球・バレーボール・軟式野球・剣道・バドミントン・ソフトテニス
　　　　　　　　バスケット・

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

目
　
　
的 意　　図

平成22年度

手
　
　
段

　市立中学校及び生徒

23年度の予定

 道支出金

3,063 一般財源

22年度予算21年度決算

3,018

 地方債

 その他特財

20年度決算

 国支出金

3,259　総　事　業　費  ①＋④ 3,153 3,259

90

3,169

 ③ 1人当り年間平均人件費

 ① 合　計

9,000

90

9,000 9,000

0.01

3,063

9,000

3,018

3,169

0.01

3,169

3,169

23年度(予定値)22年度(予定値）2１年度(確定値)指　　　標　　　名

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

人  件  費
（概算）

 ② 人　数（年間）

 ④ ＝②×③ 90

3,108

0.01

90

指　　　　　標　　　　　値

0.01

活 動
指 標

大会競技数

7 7

目標値

基 本
指 標 市立中学校数（分校含む）

市立中学校の生徒数

7

1,853

88

1,7801,761

7

8

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

■ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

市内中体連の大会は、全道、全国大会へつながる重要な
大会であり、生徒の士気を高め、地域の活性化のためにも
交付金の交付は必要である。

中体連大会は教育活動の一貫として重要であり、毎年、
適切に大会を開催、運営しており、交付金を有効に活用し
ている。

有
効
性

41-13整理番号

チ ェ ッ ク 項 目

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

妥
当
性

【３ 評　価 （チェック）】

平成21年度における評価　（現状と課題）

３

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

３

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

効
率
性

　　　　３　適切　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　１　不適切評点区分

法律の義務付けなし

生徒の目標である全道、全国大会への出場に向けて士気
を高め、合わせて体育活動の向上につながっている。

法律の義務付けあり

中体連大会の開催、運用に必要な経費であり、特定の団
体、個人の利益につながらない。

３
・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

公
平
性

３

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

平成23年度に向けた具体的な方向性

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

前年度の総合判定

内部評価委員会による評価

休止・廃止

見直し

現状継続現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【 参 考 】

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。
【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価） 民間等で実施または協働して取り組むべきである。

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

休止・廃止

総 合 判 定
（ 取 組 ）

終了

拡大重点化

統合

外部評価委員会による評価事務事業担当部局による評価

見直し

終了

休止・廃止

統合

　事業の趣旨から、その必要性は高く、今後
も継続すべきである。
　なお、交付金受給母体である北広島市中体
連は、２１年度監査で指摘された会計処理の
改善、経費支給要綱の整備などを急がなけれ
ばならない。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

　自己評価のとおり現状継続とする。

【外部評価】 （外部評価委員会による評価）

終了

今後の方向性に対する意見

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化

現状継続

統合

現状継続

総 合 判 定
（方向性）

拡大重点化 見直し

適切に大会が開催、運営され、概ね効果が上がっていることから、現状
のまま継続する。

現状継続



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠 定　額

（Ｄ）
 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ａ）÷（Ｄ）

3,208

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

101 99

輸送助成費 2,065

105

（Ａ）÷（Ｃ）

全項目

3,0183,117

0

3,117

436

□市役所にある■補助団体にある

繰 越 金

全項目

105

205

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合

101

100収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ）

全項目

99

3,208

大会運営費

支　出　合　計 （Ｃ）

負担金

53

市内、管内の中学校体育大会の開催、運営

39

115 118

3,2083,223

91

区　　　　分 ２２年度 (予算)２０年度 (決算)

本市補助･交付金の額（Ａ）

54

3,169

 交付先団体等の
 活動内容

事務局の状況
（20年度）

補助金等の充当
状況（20年度）

2,200

454

3,217

□運営費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当■事業費のみに充当

雑収入

利子

２１年度 (決算)

負担金

（単位：千円）

3,169

【交付先団体等の決算･予算の状況】

付　　　　　表

41-13 ＜継続用＞

北広島市中学校体育連盟交付金

（22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

市内６中学校の代表者

補助金･交付金名

交付先の名称
及び代表者名

設立年北広島市中学校体育連盟　会長　河　野　匡　宏

別紙 ２

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号

市内・管内の中学校体育大会の開催、運営

 構成員(団体)数

収　入　合　計 （Ｂ）

支　　出

事務局費

収　　入 1

3,163

2,121

439 420

3,018

442442



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

人

校

①

②

③

④

①

③

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

【指標の定義（算式等）】

助成者数/助成対象者数

全国大会助成対象者数

助成割合

0

0.05

513

450

活 動
指 標

23年度(予定値)

1,761

指　　　標　　　名

7

5130

9,000

0.05

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000

7

0

目標値

全道大会助成対象者数

市立中学校の生徒数基 本
指 標 市立中学校数（分校含む） 7

1,780

　総　事　業　費  ①＋④

22年度(予定値）21年度(確定値)

1,853

人  件  費
（概算）

450

7

0

 ② 人　数（年間）

直接事業費

0

指　　　　　標　　　　　値【事務事業を評価する指標（ものさし）】

0 ④ ＝②×③ 0

0

 ① 合　計

 地方債

0 一般財源

0 63

 国支出金

63

23年度の予定20年度決算 22年度予算

 その他特財

63

全道、全国大会への出場が決まり次第、補助基準基づき補助を行う

 道支出金

意　　図

【２ 実　施 （ドゥ）】

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

21年度決算

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

手
　
　
段

平成21年度まで

平成22年度

（単位：千円）

　補助基準：交通費・宿泊費の２/３及び参加負担金
１９年度、２０年度、２１年度は、予選等を経て助成対象となる全道規模以上の大会出場はな

く、補助金の執行はなかった。
　平成１８年度：合唱１校１１名参加

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

【事業費の推移】

63

【１ 計　画 （プラン）】

　市内中学生及び保護者

学校教育

目
　
　
的

教育内容の充実施策）

　文化部活動の振興と保護者の負担軽減を図る。

内線８８６

課長職名 作成日

章）

平成22年5月31日可児正樹

豊かな心と文化をはぐくむまち

〃  終了予定年度

対　　象
(誰､又は何を)

事務区分

中学校文化部活動大会
出場費助成事業

部長職名

整理番号

事務事業開始年度
北広島市立中学校における中学校文化部活動大会出場費助成要綱

上位施策との関連
（総合計画体系）

節）

別紙 １

事務事業名41-14 作成部署 教育部教育総務課

　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

Ｈ９
根拠法令等

川幡博行■自治事務　　□法定受託事務



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

■ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □　全道、全国大会出場への参加がここ数年み
られないが、事業の趣旨から、その必要性は
高く、今後も継続すべきである。

終了

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【外部評価】 （外部評価委員会による評価）

出場費の助成は、保護者の負担軽減、文化活動の向上のために必要と考
えるが、近隣市町村の動向を見ながら、補助基準などについて検討する。

　文化活動推進のため必要な事業である。

見直し

平成23年度に向けた具体的な方向性

終了

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

統合

今後の方向性に対する意見

拡大重点化

現状継続

総 合 判 定
（方向性） 統合

休止・廃止

統合

休止・廃止

見直し

総 合 判 定
（ 取 組 ）

総 合 判 定

（方向性）

見直し

休止・廃止

終了

現状継続現状継続

拡大重点化

拡大重点化

公
平
性

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

評点区分

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

外部評価委員会による評価事務事業担当部局による評価

現状継続

【 参 考 】

前年度の総合判定 現状継続

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

内部評価委員会による評価

効
率
性

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

法律の義務付けなし 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）
現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

法律の義務付けあり

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

対象者に直接補助金を交付する事業であり、特定の団
体、個人の利益につながらない。

生徒の目標である全道、全国大会への出場に向けて士気
を高め、合わせて文化活動の向上につながっている。

３

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

３

　　　　３　適切　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　１　不適切

【３ 評　価 （チェック）】
41-26整理番号

３

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

妥
当
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

平成21年度における評価　（現状と課題）

中学生の全道、全国大会での活躍は、学校、地域住民、市
民の活性化をもたらすものであり、遠征費等の費用の一部
を補助することは、妥当と考える

チ ェ ッ ク 項 目

３
有
効
性

参加する生徒や保護者、随行者の負担軽減に有効であ
る。



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

収　　入

 構成員(団体)数

全道・全国規模の大会に出場する生徒

全道・全国大会への参加

□補助団体にある □市役所にある

設立年

中学校文化部活動大会助成事業

整理番号 41-14 ＜継続用＞

 交付先団体等の
 活動目的

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名

■事業費のみに充当

区　　　　分

補助金等の充当
状況（21年度）

□運営費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 交付先団体等の
 活動内容

事務局の状況
（21年度）

交付先の名称
及び代表者名

（22年3月末現在）市内７中学校（分校含む）

　派遣に要する費用の一部を補助することにより、保護者の負担軽減を図るとともに、文化活動
の振興と生徒間の文化交流活動の推進を図る。

２２年度 (予算)

63

２１年度 (決算)２０年度 (決算)

0本市補助･交付金の額（Ａ） 0

収　入　合　計 （Ｂ） 0

繰越金

0

0 63

630

#DIV/0!

0

0

63支　出　合　計 （Ｃ）

支　　出

0

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

補助・交付金の算出根拠 旅費の２/３

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） #DIV/0! #DIV/0!

（Ｄ）

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

0

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0

（Ａ）÷（Ｃ）

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合



電話

（第 ４ 章）

（第 ２ 節）

（第 ３

23 ～ 年度

点

別紙 ３ 　平成２２年度補助金等評価調書（現行補助金用）

整理番号 41-14 補助金等名

事務区分

内線８８６

可児正樹 平成22年5月31日

教育部教育総務課

川幡博行 課長職名■自治事務　　□法定受託事務　

（単位：千円）【費用の予定額】

（総合計画での
  位置付け）

節

中学校文化部活動大会出場費
助成事業

作成部署

施策

全道・全国規模の大会に出場する生徒・保護者等の負担の軽減を図るために、出場費の一
部を補助することにより文化活動の振興と生徒間交流の推進を図る。

北広島市立中学校における中学校文化部活動大会出場助成要綱

豊教育内容の充実 施策）

補助金等の概要

上位施策との関連 章 豊かな心と文化をはぐくむまち

学校教育

作成日部長職名

交付開始年度 Ｈ９
根拠法令等

〃  終了予定年度

国支出金

道支出金

0

21年度決算額

63

毎年度
22年度予算額区　　　　分

23年度以降予定額

合　計

一般財源

交付金額
地方債

その他特財

63

0

公
益
性

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるも
の
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積
極的に奨励しようとするもの

12

4

採点

生徒が、全道・全国規模の大会で活躍す
ることは、市の活性化を図るうえで重要
である。

選択理由、説明等

6363

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か　　□有　　　　市買う無

評　価　

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致してい
る

中学生の全道・全国規模の大会への出場
は、学校、地域、市民の活性化をもたら
すものであり、広く市民のためになって
いる。

×３＝

チェック項目

(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・
活動である

4

4

採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　４点　認められる　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点
し、団体等に対する補助金等は全項目について採点す
る。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいてい
ること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であるこ
と
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれ

5

（1）「北広島市立中学校における中学校
文化部活動大会出場助成要綱」による。
（2）「北広島市立中学校における中学校
文化部活動大会出場助成要綱」に基づき
支出されている。

採点合計 33

効
果
性

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に
供することのないもの

4
文化部活動は学校教育の一部であり、特
定の者に利益を供与するもではない。

(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 4



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

人

校

① 人

② 人

③

④

①

③

北広島市
　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）

41-15

別紙 １

事務事業名 作成部署 教育部教育総務課整理番号 内線８８６
全国・全道中体連大会

出場費助成事業

21年度決算

（単位：千円）

教育内容の充実

部長職名

北広島市立中学校における中学校体育連盟大会出場費助成要綱

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

節）

豊かな心と文化をはぐくむまち章）

平成22年5月31日

根拠法令等

事務区分

Ｓ６１

【２ 実　施 （ドゥ）】

手
　
　
段  ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

平成21年度まで

平成22年度

作成日可児正樹

施策）

【１ 計　画 （プラン）】

目
　
　
的 意　　図

■自治事務　　□法定受託事務 川幡博行 課長職名

日本中学校体育連盟又は北海道中学校体育連盟が主催する大会に出場する者に対し、その派遣の
要する経費及び選手の強化に必要な経費の一部を補助することにより、保護者の負担軽減を図ると
共に、体育活動の向上と学校間の交流により、生徒の健全な心身の育成を図る。

23年度の予定

学校教育

事務事業開始年度

〃  終了予定年度

　補助基準：交通費・宿泊費の２/３、参加負担金、選手教科費３，０００円/１人
　平成１８年：全道大会に４校で５３名、全国大会には２校で５名出場
　平成１９年：全道大会に５校で８８名、全国大会には１校で２名出場
　平成２０年：全道大会に６校で６４名、全国大会には１校で１名出場
　平成２１年：全道大会に６項で４３名、全国大会には２校で２名出場

上位施策との関連
（総合計画体系）

　市内中学生及び引率者
対　　象

(誰､又は何を)

全道、全国大会への出場が決まり次第、補助基準基づき補助を行う

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

20年度決算

人  件  費
（概算）

9,000

22年度予算【事業費の推移】

直接事業費
 その他特財

 ③ 1人当り年間平均人件費

0.10

1,453

 道支出金

 ② 人　数（年間）

 一般財源

2,000

2,000

 地方債

 ① 合　計 1,453

0.10

 国支出金

9,000 9,0009,000

0.100.10

1,538

1,538 2,000

2,000

活 動
指 標

1,780

23年度(予定値)

1,761

指　　　標　　　名 22年度(予定値）

基 本
指 標

市立中学校の生徒数

7

1,853

市立中学校数（分校含む） 7

全国大会出場助成対象者数

全道大会出場助成対象者数

　総　事　業　費  ①＋④

7

指　　　　　標　　　　　値

目標値

900900 ④ ＝②×③ 900 900

21年度(確定値)

7

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

2,438 2,353 2,900 2,900

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

助成率

助成者数/助成対象者数



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

■ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

中学生の全道、全国大会での活躍は、学校、地域住民、
市民の活性化をもたらすものであり、遠征費等の費用の一
部を補助することは、妥当と考える

３

整理番号 41-15
【３ 評　価 （チェック）】

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

有
効
性

法律の義務付けなし

３

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

法律の義務付けあり

評点区分

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

　　　　３　適切　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　１　不適切

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

３

３

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

妥
当
性

生徒の目標である全道、全国大会への出場に向けて士気
を高め、合わせて体育活動の向上につながっている。

対象者に直接補助金を交付する事業であり、特定の団
体、個人の利益につながらない。

参加する生徒や保護者、随行者の負担軽減に有効であ
る。

【外部評価】 （外部評価委員会による評価）

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

休止・廃止見直し

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現状継続

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

【 参 考 】 外部評価委員会による評価

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

前年度の総合判定

内部評価委員会による評価事務事業担当部局による評価

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

現状継続現状継続

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

　管内他市の状況と比較して適切であると考えるが、強化費の根拠を明確
にすること。

休止・廃止

拡大重点化

今後の方向性に対する意見

現状継続 統合

終了

平成23年度に向けた具体的な方向性

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

休止・廃止

　事業の趣旨から、その必要性は高く、今後
も継続すべきである。旅費の補助基準は近隣
市町村の動向や経済情勢などを勘案するも、
現状維持が適当である。ただ、選手強化費の
使途はより明確にしたい。

見直し

拡大重点化

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

拡大重点化

出場費の助成は、保護者の負担軽減、体育活動の向上のために必要と考
えるが、近隣市町村の動向を見ながら、補助基準などについて検討する。

総 合 判 定
（ 取 組 ）

終了

総 合 判 定
（方向性）

見直し

総 合 判 定

（方向性） 統合

現状継続 終了統合



％ ％ ％

％ ％ ％

別紙 ２

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

41-15

付　　　　　表

＜継続用＞

 交付先団体等の
 活動目的

全道・全国中体連大会に出場する生徒

 交付先団体等の
 活動内容

全道・全国中体連大会への参加

派遣に要する経費及び選手の強化費用の一部を補助することにより、保護者の負担軽減を図るとと
もに、体育活動の向上と学校間の交流により、生徒の健全な心身の育成を図る。

整理番号

区　　　　分

全国・全道中体連大会出場費助成事業

設立年

市内７中学校（分校含む） （22年3月末現在）

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名

 構成員(団体)数

交付先の名称
及び代表者名

事務局の状況
（20年度）

□市役所にある■補助団体にある

本市補助･交付金の額（Ａ）

■事業費のみに充当□運営費のみに充当

（単位：千円）

□運営費・事業費の双方に充当

【交付先団体等の決算･予算の状況】

補助金等の充当
状況（20年度）

収　　入

２１年度 (決算)

1,538

２２年度 (予算)

2,0001,453

２０年度 (決算)

1,453 2,000

1,453 2,000

1,538収　入　合　計 （Ｂ）

100 100

1,453

1,538

補助・交付金の算出根拠 旅費の２/３　　参加負担金全額　　選手強化費１人3.000円

（Ｄ）
 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ａ）÷（Ｄ）
 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

1,538

0

2,000

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

1,453

0

全項目

#DIV/0!

支　　出

旅費・参加負担金・強化費

全項目

0

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ）

支　出　合　計 （Ｃ）

全項目

1,538



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

人

校

① 回

② 人

③ 人

④

①

②

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標

100.00 100.00
【指標の定義（算式等）】

99.24

581 575

575581

進学・就職者数/卒業生徒数

卒業生徒数

進学・就職者数 653

卒業生の進路
％

658

0.01 0.01

166

90

活 動
指 標

23年度(予定値)

662

指　　　標　　　名

7

166

0.01

166

9,000

0.01

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,0009,000 9,000

7

44

目標値

会議・説明会等開催回数

市立中学校の卒業生徒数基 本
指 標 市立中学校数（分校含む） 7

593

4

　総　事　業　費  ①＋④

22年度(予定値）21年度(確定値)

658

人  件  費
（概算）

90

7

166

 ② 人　数（年間）

直接事業費

76

指　　　　　標　　　　　値【事務事業を評価する指標（ものさし）】

90 ④ ＝②×③ 90

76

 ① 合　計

 地方債

76 一般財源

76 76

 国支出金

76

23年度の予定20年度決算 22年度予算

 その他特財

76

同　上

 道支出金

意　　図

【２ 実　施 （ドゥ）】

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

21年度決算

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

手
　
　
段

平成21年度まで

平成22年度

（単位：千円）

【進路指導連絡協議会の活動】
市内の連絡協議会や石狩管内進路協議会等において、進路情報の収集・調査と交流などを実施

し、学校への情報提供、私立高校合同説明会を開催した。

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

【事業費の推移】

76

【１ 計　画 （プラン）】

市内中学生

学校教育

目
　
　
的

教育内容の充実施策）

　生徒それぞれの個に応じた適切な進路指導を行うため、効率的に調査・研修活動等を進める。

内線８８６

課長職名 作成日

章）

平成22年5月31日可児正樹

豊かな心と文化をはぐくむまち

〃  終了予定年度

対　　象
(誰､又は何を)

事務区分

進路指導連絡協議会交付金交付事
業

部長職名

整理番号

事務事業開始年度
北広島市教育関係団体補助金交付要綱

上位施策との関連
（総合計画体系）

節）

別紙 １

事務事業名41-16 作成部署 教育部教育総務課

　　　　平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

根拠法令等

川幡博行■自治事務　　□法定受託事務



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

■ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □　適切な進路指導を行うため、管内の進路指
導の情報交換や情報収集の必要性は高く、今
後も継続すべきである。

終了

平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

【外部評価】 （外部評価委員会による評価）

適切な進路指導がなされており、概ね効果が上がっていりことから、現
状のまま継続する。

　自己評価のとおり現状継続とする。

見直し

平成23年度に向けた具体的な方向性

終了

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

統合

今後の方向性に対する意見

拡大重点化

現状継続

総 合 判 定
（方向性） 統合

休止・廃止

統合

休止・廃止

見直し

総 合 判 定
（ 取 組 ）

総 合 判 定

（方向性）

見直し

休止・廃止

終了

現状継続現状継続

拡大重点化

拡大重点化

公
平
性

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

評点区分

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

外部評価委員会による評価事務事業担当部局による評価

現状継続

【 参 考 】

前年度の総合判定 現状継続

【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

内部評価委員会による評価

効
率
性

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

法律の義務付けなし 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）
現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

法律の義務付けあり

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

生徒の進路指導のための情報の収集、提供を行う事業で
あり、特定の団体、個人の利益につながらない。

生徒の進路指導のための情報の収集、提供は重要不可欠
であり、概ね効率的と考えられる。

３

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏って
　いないか

３

　　　　３　適切　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　１　不適切

【３ 評　価 （チェック）】
41-16整理番号

３

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

妥
当
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

平成21年度における評価　（現状と課題）

中学生の卒業後の進路を適切に指導することは、生徒個
人、社会全体に寄与するものであり、行政が関与すること
は妥当である。

チ ェ ッ ク 項 目

３
有
効
性

情報の収集、提供により、生徒の進路指導については、
適切に行われており、目標は概ね達成されている。



％ ％ ％

％ ％ ％

（22年3月末現在）

■補助団体にある

 構成員(団体)数 市７中学校の代表（分校含む）

【交付先団体等の概要】

北広島市進路指導連絡協議会　会長　柳　原　忠　広

 交付先団体等の
 活動内容

補助金･交付金名 北広島市進路指導連絡協議会交付金

交付先の名称
及び代表者名

別紙 ２

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

41-16

付　　　　　表

整理番号

設立年

＜継続用＞

□運営費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

事務局の状況
（20年度）

■事業費のみに充当

□市役所にある

補助金等の充当
状況（20年度）

 交付先団体等の
 活動目的

生徒それぞれの個々に応じた適切な進路指導を行うため、効率的に調査・研修活動・連絡協議を行
う。

　市内の連絡協議会や石狩管内進路協議会における進路情報の収集・調査
　学校・生徒・保護者への情報提供
　市立高校合同説明会の開催

76

２２年度 (予算)

（単位：千円）

区　　　　分

【交付先団体等の決算･予算の状況】

２１年度 (決算)２０年度 (決算)

76

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 76

27

10

負担金

76

27

8

76

4

35

収　入　合　計 （Ｂ） 76

0

0繰 越 金 76

34

7676

7

支　出　合　計 （Ｃ）

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

支　　出
事務費

会議費・旅費

研究費

収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ）

100

全項目

補助・交付金の算出根拠 定　額

100

（Ｄ）
 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ａ）÷（Ｄ） 100
 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

7676

#DIV/0!

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

#DIV/0!100

0

全項目全項目



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

校

① 校

②

③

④

①

②

③

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 42-5 事務事業名 学校支援ボランティア活用事
業

作成部署 教育部学校教育課

事務事業開始年度 Ｈ１８
根拠法令等 北広島市学校支援ボランティア活用事業要綱

〃  終了予定年度

内線８８７

事務区分■自治事務　　□法定受託事務　部長職名 川幡　博行 課長職名 山崎　克彦 作成日 平成２２年5月３１日

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 豊かな心と文化をはぐくむまち

節） 学校教育

施策） 教育内容の充実

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　希望する学校に計画書を提出してもらい、内容により１校５万円を限度に運営費を交付し
た。また、１校１日１０名までのボランティア保険に加入した。

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　引き続き同じ内容で実施する。

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

学校の施設管理及び児童生徒の支援等

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　地域の人材を「学校運営サポーター」として、各校で登録し、学校行事・授業等において活
用する。

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源 998 1,032 1,400 1,400

0.10

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 998 1,032 1,400 1,400

 ② 人　数（年間） 0.10 0.10 0.10

 ④ ＝②×③ 900 900 900 900

　総　事　業　費  ①＋④ 1,898 1,932 2,300 2,300

人  件  費
（概算）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

活 動
指 標

活用実施校 16 11 16 16

基 本
指 標

市内学校数（分校は除く） 16 16 16

成 果

指 標

活用実施校率
校 69%

【指標の定義（算式等）】

100% 100%
【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】



評点

□ ■

□

■

□

□

□ □ ■ □

□ □ □ □

■

□

□

□

□ □ □

■ □ □

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　学校運営等を行っていく上で、地域との協力は必要
であり、より地域人材の協力を図る制度として妥当と
考える。

整理番号 42-5
【３ 評　価 （チェック）】

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

3
　学校運営等を支援する制度であり、個人利益にはつ
ながらない。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

2

　年々、学校運営等に協力してくれるボランティアの
人数が増えてきており、効率的な運営をしていくため
に学校単独ではなく、地域でのコーディネータも必
要。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
　必要となる最小限の経費で運用しており、妥当と考
える。

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状維持

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合 　学校教育の一層の多様化・活性化を図るため、保護者及び地域の人
材が学校を支援するボランティア活動に参加しやすくすることを目的
として、平成１８年度から新たに始まった事業であり、毎年100名以上
の地域、保護者がボランティアとして、学校支援に参加しており今後
も事業を継続する必要がある。現在、国の委託事業として東部地区学
校支援地域本部事業が平成２２年度で終了することから、平成２３年
度からこの学校支援地域本部との連携をした運用も検討していく必要
性がある。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

　学校運営のサポーターとして地域の人材
を活用する事業であるが、市内１６小・中
学校のうち１１校の活動にとどまっている
現状から本事業の趣旨について、学校や保
護者などに十分理解を得る取組が必要であ
る。
　事業活動は、ボランティア性の高い「授
業補助員活用事業」のほか「小・中学校教
育振興補助事業」と類似した活動が窺われ
るので、これら事業の趣旨をくみ上げ、簡
素・合理化して統合をはかる制度設計も検
討すべきである。
　優先度は「③経営資源を前年度並みに配
分する事業」とする。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　振興補助事業と重複している面があり精査すべきである。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠 北広島市学校支援ボランティア活用事業要綱による、旅費、消耗品、原材料の購入経

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100 #DIV/0!

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費 運営費 運営費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 50 95

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100 #DIV/0!

支　出　合　計 （Ｃ） 50 95 0

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

費用弁償 7

支　　出

需用費 41 59

原材料 2 36

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 50 95 0

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 50 95

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

■運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 ６２名 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

学校の教育活動において地域の教育力を活かし、保護者及び地域の人材がボランティアとして学
校を支援することを通して、開かれた学校づくりを進めるとともに、学校教育の一層の多様化・
活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・学校図書の整理、補修
・年間を通じて児童に朝の絵本の読み聞かせを行う。
・スキー授業での児童への補助支援

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 学校支援ボランティア活用事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

東部小学校　校長　田島　与久 設立年 H18

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 4205-1 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠 北広島市学校支援ボランティア活用事業要綱による、旅費、消耗品、原材料の購入経

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100 #DIV/0!

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費 運営費 運営費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 25 25

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100 #DIV/0!

支　出　合　計 （Ｃ） 25 25 0

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

支　　出

費用弁償 1

需用費 24 25

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 25 25 0

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 25 25

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

■運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 ２２名 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

学校の教育活動において地域の教育力を活かし、保護者及び地域の人材がボランティアとして学
校を支援することを通して、開かれた学校づくりを進めるとともに、学校教育の一層の多様化・
活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・年間を通じて児童に朝の絵本の読み聞かせを行う。

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 学校支援ボランティア活用事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

西部小学校　校長　渡部　敏雄 設立年 H18

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 4205-2 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠 北広島市学校支援ボランティア活用事業要綱による、旅費、消耗品、原材料の購入経

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） #DIV/0! 100 #DIV/0!

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費 運営費 運営費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 45

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

#DIV/0! 100 #DIV/0!

支　出　合　計 （Ｃ） 0 45 0

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

支　　出

費用弁償 7

需用費 38

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 0 45 0

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 45

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

■運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 ３０名 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

学校の教育活動において地域の教育力を活かし、保護者及び地域の人材がボランティアとして学
校を支援することを通して、開かれた学校づくりを進めるとともに、学校教育の一層の多様化・
活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・年間を通じて児童に朝の絵本の読み聞かせを行う。
・花の種植えの補助支援

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 学校支援ボランティア活用事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

大曲小学校　校長　佐藤　三男 設立年 H18

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 4205-3 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠 北広島市学校支援ボランティア活用事業要綱による、旅費、消耗品、原材料の購入経

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） #DIV/0! 100 #DIV/0!

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費 運営費 運営費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 45

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

#DIV/0! 100 #DIV/0!

支　出　合　計 （Ｃ） 0 45 0

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

支　　出

需用費 45

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 0 45 0

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 45

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

■運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 ５７名 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

学校の教育活動において地域の教育力を活かし、保護者及び地域の人材がボランティアとして学
校を支援することを通して、開かれた学校づくりを進めるとともに、学校教育の一層の多様化・
活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・学校敷地内の環境整備支援
・年間を通じて児童に朝の絵本の読み聞かせ
・総合的な学習での（田植え、花植え、昔あそび）等での学習支援

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 学校支援ボランティア活用事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

西の里小学校　校長　阿部　徹 設立年 H18

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 4205-4 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠 北広島市学校支援ボランティア活用事業要綱による、旅費、消耗品、原材料の購入経

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100 #DIV/0!

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費 運営費 運営費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 10 20

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100 #DIV/0!

支　出　合　計 （Ｃ） 10 20 0

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

支　　出

費用弁償 10 10

原材料 10

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 10 20 0

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 10 20

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

■運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 ３名 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

学校の教育活動において地域の教育力を活かし、保護者及び地域の人材がボランティアとして学
校を支援することを通して、開かれた学校づくりを進めるとともに、学校教育の一層の多様化・
活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・スキー授業における指導の補助支援

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 学校支援ボランティア活用事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

広葉小学校　校長　吉田　孝志 設立年 H18

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 4205-5 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠 北広島市学校支援ボランティア活用事業要綱による、旅費、消耗品、原材料の購入経

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100 #DIV/0!

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費 運営費 運営費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 50 45

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100 #DIV/0!

支　出　合　計 （Ｃ） 50 45 0

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

支　　出

費用弁償 18 18

需用費 32 27

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 50 45 0

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 50 45

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

■運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 １０名 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

学校の教育活動において地域の教育力を活かし、保護者及び地域の人材がボランティアとして学
校を支援することを通して、開かれた学校づくりを進めるとともに、学校教育の一層の多様化・
活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・総合的な学習時間での学習補助支援
・スキー授業における指導の補助支援

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 学校支援ボランティア活用事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

若葉小学校　校長　小島　雅人 設立年 H18

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 4205-6 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠 北広島市学校支援ボランティア活用事業要綱による、旅費、消耗品、原材料の購入経

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100 #DIV/0!

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費 運営費 運営費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 50 45

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100 #DIV/0!

支　出　合　計 （Ｃ） 50 45 0

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

費用弁償 21 35

支　　出

需用費 8

原材料 21 10

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 50 45 0

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 50 45

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

■運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 ５名 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

学校の教育活動において地域の教育力を活かし、保護者及び地域の人材がボランティアとして学
校を支援することを通して、開かれた学校づくりを進めるとともに、学校教育の一層の多様化・
活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・総合的な学習時間での学習補助支援
・スキー授業における指導の補助支援

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 学校支援ボランティア活用事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

緑陽小学校　校長　永谷　直久 設立年 H18

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 4205-7 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠 北広島市学校支援ボランティア活用事業要綱による、旅費、消耗品、原材料の購入経

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100 #DIV/0!

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費 運営費 運営費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 48 45

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100 #DIV/0!

支　出　合　計 （Ｃ） 48 45 0

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

支　　出

費用弁償 21 32

需用費 27 13

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 48 45 0

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 48 45

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

■運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 ２２名 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

学校の教育活動において地域の教育力を活かし、保護者及び地域の人材がボランティアとして学
校を支援することを通して、開かれた学校づくりを進めるとともに、学校教育の一層の多様化・
活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・家庭科実習での支援・補助
・スキー授業における指導の補助支援

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 学校支援ボランティア活用事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

北の台小　校長　西田　昭一 設立年 H18

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 4205-8 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠 北広島市学校支援ボランティア活用事業要綱による、旅費、消耗品、原材料の購入経

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100 #DIV/0!

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費 運営費 運営費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 10 29

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100 #DIV/0!

支　出　合　計 （Ｃ） 10 29 0

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

支　　出

費用弁償 10 7

需用費 22

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 10 29 0

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 10 29

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

■運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 ２５名 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

学校の教育活動において地域の教育力を活かし、保護者及び地域の人材がボランティアとして学
校を支援することを通して、開かれた学校づくりを進めるとともに、学校教育の一層の多様化・
活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・総合的な学習での支援・補助
・スキー授業における指導の補助支援

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 学校支援ボランティア活用事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

大曲東小学校　校長　小山内　保 設立年 H18

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 4205-9 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

補助・交付金の算出根拠 北広島市学校支援ボランティア活用事業要綱による、旅費、消耗品、原材料の購入経

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100 #DIV/0!

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費 運営費 運営費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 70 22

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100 #DIV/0!

支　出　合　計 （Ｃ） 70 22 0

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

支　　出

費用弁償

需用費 70 22

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 70 22 0

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 70 22

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

■運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 １１名 （22年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

学校の教育活動において地域の教育力を活かし、保護者及び地域の人材がボランティアとして学
校を支援することを通して、開かれた学校づくりを進めるとともに、学校教育の一層の多様化・
活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・学校図書の整理、補修等

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 学校支援ボランティア活用事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

大曲中学校　校長　柳原　忠広 設立年 H18

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 4205-10 ＜継続用＞



％ ％ ％

％ ％ ％

【交付先団体等の概要】

補助金･交付金名 学校支援ボランティア活用事業補助金

交付先の名称
及び代表者名

西の里中学校　校長　常田　拓孝 設立年 H18

別紙 ２ 付　　　　　表

補助金･交付金 交付先団体等の状況説明書

整理番号 42-5 ＜継続用＞

事務局の状況
（21年度）

■補助団体にある □市役所にある

補助金等の充当
状況（21年度）

■運営費のみに充当 □事業費のみに充当 □運営費・事業費の双方に充当

 構成員(団体)数 ２名 （21年3月末現在）

 交付先団体等の
 活動目的

学校の教育活動において地域の教育力を活かし、保護者及び地域の人材がボランティアとして学
校を支援することを通して、開かれた学校づくりを進めるとともに、学校教育の一層の多様化・
活性化を図る。

 交付先団体等の
 活動内容

・スキー授業における指導の補助支援

【交付先団体等の決算･予算の状況】 （単位：千円）

区　　　　分 ２０年度 (決算) ２１年度 (決算) ２２年度 (予算)

収　　入

本市補助･交付金の額（Ａ） 50 30

繰越金

収　入　合　計 （Ｂ） 50 30 0

支　　出

費用弁償 4 2

需用費 46 28

 全体支出に対する本市
 補助・交付金の割合 （Ａ）÷（Ｃ）

100 100 #DIV/0!

支　出　合　計 （Ｃ） 50 30 0

繰 越 金 収入（Ｂ）－ 支出（Ｃ） 0 0 0

 補助・交付金の対象経費
 （項目）

運営費 運営費 運営費

 補助・交付金の対象経費
 （金額）

（Ｄ） 50 30

補助・交付金の算出根拠 北広島市学校支援ボランティア活用事業要綱による、旅費、消耗品、原材料の購入経

 対象経費に対する補助
 または交付金の割合

（Ａ）÷（Ｄ） 100 100 #DIV/0!



電話

（第 4 章）

（第 2 節）

（第 3

23 ～ 年度

点

採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　４点　認められる　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点
し、団体等に対する補助金等は全項目について採点す
る。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいてい
ること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であるこ
と
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれ

4

①学校支援ボランティア活用事業要綱及び「北広島
市補助金等交付規則（昭和61年3月31日規則代10
号）」による。

採点合計 33

効
果
性

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に
供することのないもの

4 保護者及び地域の人材がボランティアとし
て学校を支援することを通して、開かれた学
校づくり及び学校教育の一層の多様化・活性
化が図られた授業展開が行われている。(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 4

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致してい
る

4 保護者及び地域の人材がボランティア
として学校を支援しやすい環境を整える
ために必要な事業である。(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・

活動である
5

公
益
性

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるも
の
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積
極的に奨励しようとするもの

4

学校の教育活動において地域の教育力を
活かした学校教育の一層の多様化・活性
化が図られている。

×３＝

12

800 800

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か　　□有　　　　■無

評　価　

チェック項目 採点 選択理由、説明等

合　計 446 800 800 800

地方債
交付金額

国支出金

道支出金

その他特財

一般財源 446 800

【費用の予定額】 （単位：千円）

区　　　　分 21年度決算額 22年度予算額
23年度以降予定額

毎年度

（総合計画での
  位置付け）

節 学校教育

施策 教育内容の充実 施策）

補助金等の概要

　学校の教育活動に地域の教育力を活かし、学校教育の一層の多様化・活性化が図れるよ
う保護者及び地域の人材がボランティアとして学校を支援しやすい環境を整えるため、必
要な経費を交付する。

上位施策との関連 章 豊かな心と文化をはぐくむまち

作成日 平成22年5月31日

交付開始年度 Ｈ18
根拠法令等 北広島市学校支援ボランティア活用事業要綱

〃  終了予定年度

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 川幡　博行 課長職名 山崎　克彦

別紙 ３ 　平成２２年度補助金等評価調書（現行補助金用）

整理番号 42-5 補助金等名
学校支援ボランティア活用事

業交付金
作成部署 教育部学校教育課 887



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

校

① 校

②

③

④

①

②

③

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 4206 事務事業名 授業補助員活用事業 作成部署 教育部学校教育課

事務事業開始年度 Ｈ１８
根拠法令等  北広島市授業補助員活用事業に係る取扱要綱

〃  終了予定年度

内線８８７

事務区分■自治事務　　□法定受託事務　部長職名 川幡　博行 課長職名 山崎　克彦 作成日 平成２２年5月３１日

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 豊かな心と文化をはぐくむまち

節） 学校教育

施策） 教育内容の充実

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　１校平均１００時間、全体で年間１，６００時間の範囲で各学校が活用計画し、授業補助
員を配置している。

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

授業補助員の配置時間を、１校平均１２５時間、全体で２，１２５時間に増して引き続き、
事業を実施する。

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　学校運営等

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　必要な単元毎に授業補助員を配置し、授業への関心度・理解度を高める。

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源 1,581 1,764 2,428 2,878

0.10

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 1,581 1,764 2,428 2,878

 ② 人　数（年間） 0.10 0.10 0.10

 ④ ＝②×③ 900 900 900 900

　総　事　業　費  ①＋④ 2,481 2,664 3,328 3,778

人  件  費
（概算）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

活 動
指 標

活用実施校 17 12 17 17

基 本
指 標

市内学校数 17 17 17 17

成 果

指 標

活用実施校率
校 71%

【指標の定義（算式等）】

100% 100%
【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】



評点

□ ■

□

■

□

□

□ ■ □ □

□ □ □ □

■

□

□

□

□ □ □

■ □ □

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

３
　児童、生徒の基礎基本学力の定着や関心度を高める
ため、担任以外の補助員を置くことは、妥当と考え
る。

整理番号 4206
【３ 評　価 （チェック）】

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

３ 　義務教育での授業であることから適切である。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

２

　１校あたりの時間数の拡大を図ってきているが、年
間を通じて配置ができず、限定した教科、単元のみの
配置が多くなっている。特に中学校においては実施す
る学校が少なく、さらに活用の方法を検討していく必
要がある。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

３
　よりわかる授業展開が図られ、成果は上がっている
が、人材の確保等、より有効な方法を検討していく必
要がある。

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状維持

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

　よりわかる授業展開を図るためには、複数体制での授業を行うこと
が効果的であり、各学校から補助員の配置時間の増要望も多いことか
ら、人材の確保や活用方法について、学校間での情報交換などを行っ
ていくとともに、配置時間数の拡大を図っていく。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

　各学校が複数体制で授業を行うことによ
る教育効果は高いと思われるが、一部活用
されていない学校もある。事業の趣旨の徹
底を図り有効に活用されることが望まれ
る。
　なお、本制度はボランテｲアの性格が強
く「学校支援ボランテｲア活用事業」や、
更には「小・中学校教育振興補助事業」の
統合も視野に新たな制度設計も検討すべき
である。
　優先度は「②経営資源を前年度並みに配
分するが、優先度の高い事業」とする。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　事業としては現状継続であるが、学校支援ボランティア活用事業と
重複している点があり、事業を精査すべきである。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

冊

人

人

① 冊

② 冊

③ 冊

①

②

③

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 42-7 事務事業名 学校図書館整備事業 作成部署 教育部学校教育課

事務事業開始年度 Ｈ１８
根拠法令等 新学校図書館図書整備新５カ年計画、子どもの読書活動の推進に関する法律等

〃  終了予定年度

内線８８７

事務区分■自治事務　　□法定受託事務　部長職名 川幡　博行 課長職名 山崎　克彦 作成日 平成２２年5月３１日

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 豊かな心と文化をはぐくむまち

節） 学校教育

施策） 教育内容の充実

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　市図書館との連携により平成18年度に「学校図書センター」を設置し、各学校の蔵書整備や
｢学校図書館システム｣の構築を進めてきた。平成21年度に全校の蔵書約11万冊のデータ入力が
完了したことにより、システムの本格的な稼動が実現した。

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

「学校図書館システム」の活用促進を含む「学校図書センター」の業務を継続する。

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　学校図書館・児童生徒

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　児童生徒の読書活動や自発的・主体的学習の拠点となるように学校図書館を整備し、学校に
おける児童生徒の読書推進を図る。

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源 9,674 14,041 12,948 12,948

0.20

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 9,674 14,041 12,948 12,948

 ② 人　数（年間） 0.10 0.10 0.20

 ④ ＝②×③ 900 900 1,800 1,800

　総　事　業　費  ①＋④ 10,574 14,941 14,748 14,748

人  件  費
（概算）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

3,485

生徒数（中学校） ※21年度は５校分 1,574 1,761 1,780

基 本
指 標

学校図書館図書標準 131,040 131,040 128,040

児童数（小学校） 3,576 3,626

55,000

図書貸出総数（中学校） 3,493 10,000 10,500

成 果

指 標

蔵書充足率
％ 100.0% 83.4%

活 動
指 標

全校蔵書総冊数 109,338 117,338 125,338

図書貸出総数（小学校） ※21年度途中
からの集計

51,918 55,000

生徒１人あたり年間貸出冊数
冊 未設定 2.22 5.68 5.90

【図書貸出総数/生徒数】

89.5% 97.9%
【蔵書冊数/標準冊数】

児童１人当たり年間貸出冊数
冊 未設定 14.52 15.17 15.78

【図書貸出総数/児童数】



評点

□ ■

□

□

□

■

□ □ □ □

■ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3

「子どもの読書活動の推進に関する法律」の規定に基
づき「北広島市子ども読書活動推進計画」を策定して
おり、学校図書館の整備は計画推進の重点項目になっ
ている。

整理番号 42-7
【３ 評　価 （チェック）】

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

2
　市全校の蔵書充足率は近隣市と比べても遜色がない
が、一部の学校において市平均値と比べて充足率が著
しく低い学校がある。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3

「学校図書センター」が各学校の図書購入や受入業務
を一括して行ってきたこともあり、文部科学省が設定
する「学校図書館図書標準」に対する全校の蔵書充足
率は着実に目標値に近づいている。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3

「学校図書センター」と「学校図書館システム」は、
各学校の図書館運営のための重要な基盤となってい
る。また、市図書館が学校図書館のセンター的な役割
を持つことにより、市全体の学校図書館整備は効率よ
く進められている。

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状維持

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

　当面は「学校図書センター」の機能を生かしながら、蔵書充足率の
目標達成、蔵書の質の向上を目指していく。なお、蔵書充足率が著し
く低い学校については、図書購入費を重点的に配分するなどの支援策
により改善していく。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

　蔵書充足率の低い学校については、予算
を重点配分して学校図書館図書標準を早期
に充足すべきである。学校図書館システム
と学校図書センターが有機的に連携し稼動
する体制が整備されてきたので、児童･生
徒の図書館利用について学校間格差の解消
のため図書司書の配置や読書機会の創出な
ど図書室が有効に活用される工夫が望まれ
る。
　優先度は「②経営資源を前年度並みに配
分するが、優先度の高い事業」とする。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　学校図書室の整備のため必要な事業である。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

人

人

① 冊

② 冊

③ 冊

④

①

②

③

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 42-8 事務事業名 教師用指導書等整備事業 作成部署 教育部学校教育課

事務事業開始年度
根拠法令等

〃  終了予定年度

内線８８７

事務区分■自治事務　　□法定受託事務　部長職名 川幡　博行 課長職名 山崎　克彦 作成日 平成２２年5月３１日

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 豊かな心と文化をはぐくむまち

節） 学校教育

施策） 教育内容の充実

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　小学校は平成23年度、中学校は平成２４年度からの新学習指導要領のうち、平成21年度から
移行期間中に先行で実施された算数（数学）、理科の指導に必要な教師用指導書の購入及び平
成21年度から新たに改正された児童生徒用の道徳準教科書を購入し配布

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

移行期間中の先行実施用教科書及び学級増による教師用教科書・指導書の購入及び特別支援学
級の教師用一般図書の整備を行う。

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　小中学校教諭及び児童生徒

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　教員に対し、指導書及び教科書を配布することにより、指導方法の工夫改善が図られ、児童
生徒の学力の向上が図られる。

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源 683 4,530 1,554 12,500

0.10

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 683 4,530 1,554 12,500

 ② 人　数（年間） 0.10 0.10 0.10

 ④ ＝②×③ 900 900 900 900

　総　事　業　費  ①＋④ 1,583 5,430 2,454 13,400

人  件  費
（概算）

381 383

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

小250冊　中40冊

道徳準教科書等購入 小4,720冊　中2,840冊 小314冊　中112冊

380

活 動
指 標

教師用教科書購入配布 小291冊　中53冊 小250冊　中40冊

指導書購入配布 小120冊　中45冊　

基 本
指 標

児童生徒数 5,429 5,387 5,265

教職員数

成 果

指 標

活用実施校率

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】



評点

□ ■

■

□

□

□

□ ■ □ □

■ □ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　義務教育であるため、市が教育環境の充実を図る事
業を行うことは妥当と考える。

整理番号 42-8
【３ 評　価 （チェック）】

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

3
　義務教育であるため、市が実施する事業であり、受
益者負担はなじまない。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　必要となる指導書及び教科書を配布することで、指
導方法の工夫改善のための調査研究が図られている。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
　学校が必要とする指導書等を配布することで概ね効
率的に実施している。

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状維持

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

　小学校が平成２２年に平成23年度から新たに使用する教科書が採択
されることに伴い、教員の指導書等を全て新たに採択された教科書に
準じた指導書の購入を図り、指導に支障のないように行っていく。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

　平成２３年度から新学習指導要領の実施
に伴ない、予算の前年度比増額はやむをえ
ないが、配布にあたっては従来の配分方法
を精査し、必要最小限の冊数にとどめるべ
きである。
　優先度は「②経営資源を前年度並みに配
分するが、優先度の高い事業」とする。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　配布基準の検討を行い、必要最小限の配布とすべきである。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

人

人

① 人

② 人

③

④

①

②

③

26.3% 26.5%
援助生徒数÷全生徒数

成 果

指 標

児童援助率
％ 23.2%

【指標の定義（算式等）】

24.8% 25.5%
援助児童数÷全児童数

生徒援助率
％ 23.3%

463 472

1,780

活 動
指 標

援助児童数 830 901 888

援助生徒数 431

基 本
指 標

全児童数（５／１現在） 3,576 3,626 3,485

全生徒数（５／１現在） 1,853 1,761

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

 ④ ＝②×③ 4,500 4,500 4,500 4,500

　総　事　業　費  ①＋④ 97,281 108,342 120,409 119,920

人  件  費
（概算）

115,459 115,000

0.50

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 92,781 103,842 115,909 115,420

 ② 人　数（年間） 0.50 0.50 0.50

 地方債
直接事業費

 国支出金 308 460 450 420

 道支出金

 その他特財

 一般財源 92,473 103,382

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　学用品費・通学用品費・校外活動費・新入学用品費・修学旅行費・給食費・体育実技用品
費・医療費等各所定の援助を行う。なお、１７年度から費用の支給については定額支給から実
費支給に変更等を行うなどの見直しをしている。

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　年々受給者率が増加傾向にあり、今後も同様の内容で実施する。

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　生活保護家庭または生活が困窮している家庭（準要保護家庭）の児童生徒に対し、就学に必
要な経済的援助を行う。

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　就学支援体制の一環として、金銭的に就学の援助を行い、生活困窮者（要保護・準要保護家
庭）に対しても、平等に義務教育を受ける権利を保障するものである。

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 豊かな心と文化をはぐくむまち

節） 学校教育

施策） 教育内容の充実

事務事業開始年度 S34
根拠法令等 　学校教育法第１９条及び北広島市就学援助規則等

〃  終了予定年度

内線８８７

事務区分■自治事務　　□法定受託事務　部長職名 川幡　博行 課長職名 山崎　克彦 作成日 平成２２年5月３１日

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 4209 事務事業名
要保護・準保護児童生徒援助

事業
作成部署 教育部学校教育課



評点

■ □

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

■

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　認定基準及び支給項目の検討を行う必要がある。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合
　生活困窮者に対する義務教育就学を支援する事業であり、平成１７
年度から対象経費の一部を実費支給にするなどの見直しを行ってお
り、また平成21年度から経済状況の悪化をふまえて、年度中における
生活状況の激変（失業等）があった場合にも認めらることにするな
ど、制度の見直しを図っている。「子ども手当」制度との関連もある
が、現状のまま継続して実施する。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

　小、中学校とも認定者が急増している現
状と、国の子ども手当支給を勘案し、認定
基準や支給項目を見直すべきである。近隣
市の状況も参考にしたい。
　優先度は「②経営資源を前年度並みに配
分するが、優先度の高い事業」とする。

現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状維持

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

3 　教育の機会均等を図る上で適切である。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3

　厳しい経済情勢が続く中、年々受給率は増加してき
ており、今後もさらに増加していくと思われるが、教
育の機会均等から、今後も生活困窮の子弟に金銭的に
就学を支援していく必要がある。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
　生活困窮の子弟に金銭的に就学を支援するものであ
り、必要性が高く効果は上がっている。

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　教育の機会均等であるべき理念から、生活困窮者へ
の支援は必要であり、妥当と考える。

整理番号 42-9
【３ 評　価 （チェック）】



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

人

人

① 助成申請者小学校バス利用 人

② 自家用車利用 人

③ 中学校バス利用 人

④ 自家用車利用 人

①

②

③

【指標の定義（算式等）】

8 0 0

成 果

指 標

助成交付率
％ 100.0%

【指標の定義（算式等）】

100.0% 100.0%
【指標の定義（算式等）】

6 10

16 20 15

1,780

活 動
指 標

214 240 220

13

基 本
指 標

全児童数（５／１現在） 3,576 3,626 3,485

全生徒数（５／１現在） 1,853 1,761

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

 ④ ＝②×③ 900 900 900 900

　総　事　業　費  ①＋④ 3,622 3,731 4,875 4,750

人  件  費
（概算）

3,975 3,850

0.10

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 2,722 2,831 3,975 3,850

 ② 人　数（年間） 0.10 0.10 0.10

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源 2,722 2,831

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　児童・生徒がバス利用をしている場合は、定期券購入額の２分の１を助成
　児童・生徒がバスを利用できない地域に居住し自家用車による送迎を常としている場合で、
通学距離が児童で2Ｋｍ以上、生徒で3Ｋｍ以上の場合、月額3Ｋｍ未満1,000円、3Ｋｍ1,400円
を助成

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　保護者の経済的負担の軽減の効果があることから、継続して実施する。

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　交通機関等を利用して通学している児童生徒の保護者

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　交通機関等を利用して通学している児童生徒の保護者の経済的負担の軽減

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 豊かな心と文化をはぐくむまち

節） 学校教育

施策） 教育内容の充実

事務事業開始年度 H13
根拠法令等

　北広島市立の小学校及び中学校に通学する児童生徒の交通機関を要する
費用の助成金交付要綱〃  終了予定年度

内線８８７

事務区分■自治事務　　□法定受託事務　部長職名 川幡　博行 課長職名 山崎　克彦 作成日 平成２２年5月３１日

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 4210 事務事業名 児童生徒の通学費助成事業 作成部署 教育部学校教育課



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

■ ■ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　自己評価のとおり現状継続とする。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

　虹ヶ丘地区からの児童のバス利用が年々高まっており、有効利用が
図られていることから、今後も継続して実施する。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

　児童生徒の通学時の安全確保のため、遠
距離通学者への助成は必要であり、今後も
継続すべきである。
　優先度は「②経営資源を前年度並みに配
分するが、優先度の高い事業」とする。

現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状維持

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

３
　遠距離通学児童生徒の保護者に対し、経済的負担へ
の助成であり、適正である。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

３
　特に小学校においては、年々増加傾向にあり、有効
利用が図られている。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

３
　児童生徒の通学手段としてスクールバスとの考えも
あるが、既存の方法が費用体効果からみて一番有効な
手段である。

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

３
　交通機関等を利用して通学している遠距離通学児童
生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るためであり、
妥当と考える。

整理番号 4210
【３ 評　価 （チェック）】



電話

（第 4 章）

（第 2 節）

（第 3

23 ～ 年度

点

別紙 ３ 　平成２２年度補助金等評価調書（現行補助金用）

整理番号 42-10 補助金等名 児童生徒通学費助成助成金 作成部署 教育部学校教育課 887

作成日 平成22年5月31日

交付開始年度 H13
根拠法令等

　北広島市立の小学校及び中学校に通学する児童生徒の交通機関を要する
費用の助成金交付要綱〃  終了予定年度

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 川幡　博行 課長職名 山崎　克彦

（総合計画での
  位置付け）

節 学校教育

施策 教育内容の充実 施策）

補助金等の概要

　児童・生徒がバス利用をしている場合は、定期券購入額の２分の１を助成
　児童・生徒がバスを利用できない地域に居住し自家用車による送迎を常としている場合
で、通学距離が児童で2Ｋｍ以上、生徒で3Ｋｍ以上の場合、月額3Ｋｍ未満1,000円、3Ｋ
ｍ1,400円を助成

上位施策との関連 章 豊かな心と文化をはぐくむまち

【費用の予定額】 （単位：千円）

区　　　　分 21年度決算額 22年度予算額
23年度以降予定額

毎年度

地方債
交付金額

国支出金

道支出金

その他特財

一般財源 2,831 3,975 3,850

 法律・北海道条令等で実施が義務付けられている事務事業か　　□有　　　　■無

評　価　

チェック項目 採点 選択理由、説明等

合　計 2,831 3,975 3,850

必
要
性

(1)事業活動の目的や内容等が社会経済情勢に合致してい
る

4
　特に小学校においては、年々増加傾向
にあり、有効利用が図られている。(2)行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業・

活動である
4

公
益
性

次の項目のいずれかに該当していること
(1)住民自治の向上、市民の福祉・健康増進が図られるも
の
(2)市民の安全で安心な生活に寄与するもの
(3)市民の教育、文化、スポーツの振興に寄与するもの
(4)地域の経済、産業の振興、雇用の促進に寄与するもの
(5)市の施策として推進する事業を団体又は個人に対し積
極的に奨励しようとするもの

4

　交通期間を利用して通学している遠距離通
学児童生徒の保護者の経済的負担の軽減が図
られている。

×３＝

12

採点区分
　　５点　大いに認められる　　　　　４点　認められる　　　　　３点　やや認められる
　　２点　あまり認められない　　　　１点　認められない

適
格
性

個人に対する補助金等は(1)及び(2)の項目について採点
し、団体等に対する補助金等は全項目について採点す
る。
(1)支出手続が、法令、条例、規則、要綱等に基づいてい
ること
(2)支出目的、範囲が法令の規定に抵触していないこと
(3)団体等の会計処理及び補助金等の使途が適切であるこ
と
(4)団体等において適正な監査機能を有していること
(5)団体等の事業活動の内容と補助の目的との整合がとれ

5
①北広島市立の小学校及び中学校に通学する児童生
徒の交通機関を要する費用の助成金交付要綱によ
る。

採点合計 32

効
果
性

(1)効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に
供することのないもの

3 児童生徒の通学手段としてスクールバスと
の考えもあるが、既存の方法が費用対効果か
らみて一番有効な手段である。(2)補助金等の交付に対して費用対効果が認められる 4



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

人

人

①

②

③

④

①

②

③

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 42-11 事務事業名 郷土資料教材化事業 作成部署 教育部学校教育課

事務事業開始年度 Ｈ１８
根拠法令等 学習指導要領（社会）

〃  終了予定年度

内線８８７

事務区分■自治事務　　□法定受託事務　部長職名 川幡　博行 課長職名 山崎　克彦 作成日 平成２２年5月３１日

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 豊かな心と文化をはぐくむまち

節） 学校教育

施策） 教育内容の充実

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　市内の教員を中心に編集委員会を設置し、平成22年度から使用するための社会科副読本、福
祉読本（小・中）の改訂版を作成し、児童生徒に配布した。

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　編集委員会を設置し次回改訂のための検討を行う。

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　小中学校教諭及び児童生徒

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　市内小・中学校の教員が独自で開発した教材や、市内の教育資源を教材として資料を体系化
し、教科に活用できる資料をデジタル化するとともに、社会科副読本、福祉読本を作成し、地
域に根ざした授業を展開する。

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源 370 2,784 68 2,000

0.10

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 370 2,784 68 2,000

 ② 人　数（年間） 0.10 0.10 0.10

 ④ ＝②×③ 900 900 900 900

　総　事　業　費  ①＋④ 1,270 3,684 968 2,900

人  件  費
（概算）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

1,780

活 動
指 標

各編集委員会開催回数 21 8 20

基 本
指 標

全児童数（５／１現在） 3,576 3,626 3,485

全生徒数（５／１現在） 1,853 1,761

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

【指標の定義（算式等）】

成 果

指 標



評点

□ ■

■

□

□

□

□ □ □ □

□ ■ □ □

■ア

□

□

□

□ ■ □

□ □ □

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　地域に根ざした特色ある教育を推進するための授業
を行う上で必要な教材であることから、妥当と考え
る。

整理番号 42-11
【３ 評　価 （チェック）】

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

3 　義務教育での授業で活用することから適切である。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3
　各委員が情報収集を行い、改訂に向けた作業が着実
に図られている。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
　各学校が独自に作成した教材をデジタル化すること
で、編集等が容易に可能となり効率化が図られてい
る。

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状維持

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合

　次回改訂に向け社会科副読本、福祉読本等の編集委員会を設置し検
討を行う。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

　副読本の利用状況を検証し、場合によっ
ては全員配布の副読本よりパソコン利用に
よるＷＥＢ版教材の活用を検討すべきであ
る。
　優先度は「④経営資源を減配分する事
業」とする。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　各パソコンが整備されている状況もあり、パソコン利用による教材
の活用を検討すべきである。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了



電話

(第 4

(第 2

(第 3

単位

人

人

① 時間

② 時間

③

④

① 時間

％

② 時間

％

③

別紙 １ 平成２２年度 事務事業評価調書（継続用）
北広島市

整理番号 42-13 事務事業名 英語指導助手招致事業 作成部署 教育部学校教育課

事務事業開始年度 H3
根拠法令等 　英語指導助手就業に関する取扱要綱

〃  終了予定年度

内線８８７

事務区分■自治事務　　□法定受託事務　部長職名 川幡　博行 課長職名 山崎　克彦 作成日 平成２２年5月３１日

【１ 計　画 （プラン）】

上位施策との関連
（総合計画体系）

章） 豊かな心と文化をはぐくむまち

節） 学校教育

施策） 教育内容の充実

手
　
　
段

平成21年度まで

 ※ 市が行った事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　平成３年の事業開始以来、これまでカナダ・アメリカ出身者10名を英語指導助手として招致
してきた。平成１９年度からこれまでの指導助手１名から２名体制となり、市内全中学校（６
校）を1週間単位で巡回している。２名体制となったことから中学校への巡回時間が増え、ま
た平成１９年度から市内全小学校も英語教育を導入し、その授業を指導助手が中心となって
行っている。

平成22年度

 ※ 市が行う事務事業（団体補助等の場合は、その補助金による団体の活動内容）

　より効果的に活用し、引き続き継続して実施する。

目
　
　
的

対　　象
(誰､又は何を)

　小中学校教諭及び児童・生徒

意　　図

 ※ 何をねらっているのか。対象をどのような状態にしたいのか。

　話せる英語の取得及び異文化に触れ、国際性を高める。

【２ 実　施 （ドゥ）】 （単位：千円）

【事業費の推移】 20年度決算 21年度決算 22年度予算 23年度の予定

 地方債
直接事業費

 国支出金

 道支出金

 その他特財

 一般財源 9,217 8,929 9,255 12,634

0.20

 ③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

 ① 合　計 9,217 8,929 9,255 12,634

 ② 人　数（年間） 0.20 0.20 0.20

 ④ ＝②×③ 1,800 1,800 1,800 1,800

　総　事　業　費  ①＋④ 11,017 10,729 11,055 14,434

人  件  費
（概算）

【事務事業を評価する指標（ものさし）】 指　　　　　標　　　　　値

指　　　標　　　名 目標値 21年度(確定値) 22年度(予定値） 23年度(予定値)

39

活 動
指 標

年間ＡＬＴ指導時数（中学校 880 767 1,390

年間ＡＬＴ指導時数（小学校 620

基 本
指 標

市内中学校クラス数（5/1現在） 58 56 56

市内小学校５．６年生クラス数（5/1現在） 38 38

成 果

指 標

中学校全英語指導時数 6,090 5,880

733 910

5,880

【全英語指導時数÷ＡＬＴ指導時数】 25 14.4% 13.0% 23.6%

【指標の定義（算式等）】

小学校全英語指導時数 840 1,100 1,365

【全英語指導時数÷ＡＬＴ指導時数】 67 73.8% 66.6% 66.7%



評点

□ ■

□

□

□

■

□ ■ □ □

■ □ □ □

□

□

□

□

□ □ □

■ □ □

チ ェ ッ ク 項 目 平成21年度における評価　（現状と課題）

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3
　国際化社会に対応するため、これまで以上に質の高
い英語力の向上と異文化交流を深めることは大切なこ
とであることから、妥当と考える。

整理番号 42-13
【３ 評　価 （チェック）】

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
て
　いないか

3 　義務教育での授業であり、適切である。

評点区分 　　　３　適　切　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　１　不適切

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

2

　平成１９年度から２名体制になり、これまでより多
く各中学校に派遣されていたが、小学校に段階的に英
語教育を導入してきていることで、小学校にも派遣す
る割合が多くなり、中学校への派遣割合が減少してき
ている。

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3
　英語指導助手は１名はノンＪＥＴ、１名はＪＥＴを
通じて招致しており、小学校にも派遣が可能になった
ことなど効率的に実施している。

 【法律で実施が義務付けられている事務事業か】 法律の義務付けあり 法律の義務付けなし

【民間活力の活用性評価】

（事業担当部局が評価）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

現状継続

【４ 総合判定と今後の方向性（アクション）】

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

【 参 考 】 事業担当部局による評価 外部評価委員会による評価 内部評価委員会による評価

前年度の総合判定 現状維持

休止・廃止

現状継続 現状継続 統合 終了

見直し 平成23年度に向けた具体的な取組　（課題と解決方法等）

【外部評価】 （外部評価委員会による評価 【自己評価】　（事務事業担当部局による評価）

総 合 判 定

（方向性）

拡大重点化 総 合 判 定
（ 取 組 ）

拡大重点化 見直し

統合 　小学校で平成２３年度から５,６年生に年３５時間の外国語活動の教
育が導入される。小学校では中学校と違い教科担任が指導するのでは
なく、学級担任が指導することとなるため、ある程度の英語指導助手
の派遣が必要となる。そのため、現在の２名体制では中学校に派遣し
ている英語指導助手の派遣回数を大幅に減少しなければならなくなる
ことから、英語指導助手を１名増員し小学校の外国語活動と中学校の
外国語活動の充実を図る。

休止・廃止

終了

今後の方向性に対する意見

　小学校の時期に異文化に触れることは児
童にとって有効であるが、現状の運用の中
でさらに効率性を検討する余地がある。
　優先度は「③経営資源を前年度並みに配
分する事業」とする。

【内部評価】　（内部評価委員会による評価）

総 合 判 定
（方向性）

平成23年度に向けた具体的な方向性

　派遣の効率化を図る必要がある。

拡大重点化 見直し 休止・廃止

現状継続 統合 終了
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